
近
世
中
後
期
上
方
の
幕
府
機
構
と
京
都
・
大
坂
町
奉
行

小

倉

宗

【
要
約
扁
　
本
稿
で
は
、
近
世
申
後
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
麻
機
構
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
の
位
置
や
役
割
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
①
所
司
代
は
地
域
支
配
・
朝
廷
統
網
・
二
条
城
守
衛
、
大
坂
城
代
は
地
域
支
配
・
大
坂
城
守
衛
の
各
分
野
に
わ
た
り
、
役
人
を
指
揮
監
督

し
、
そ
の
黒
影
を
統
括
し
た
。
ま
た
、
所
司
代
の
も
と
に
地
域
支
配
を
代
害
す
る
京
都
町
奉
行
と
朝
廷
統
制
を
代
表
す
る
禁
裏
世
、
城
代
の
も
と
に
地
域

支
配
を
代
表
す
る
大
坂
町
奉
行
と
大
坂
城
守
衛
を
代
表
す
る
大
坂
定
番
が
そ
れ
ぞ
れ
合
議
体
を
構
成
し
た
。
②
東
葱
の
二
人
制
を
と
る
京
都
・
大
坂
町
奉

行
は
、
諮
問
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
東
西
の
共
詞
で
調
査
・
審
議
し
た
り
、
宿
次
の
実
務
を
担
当
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
活
動
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、

所
司
代
と
大
坂
城
代
は
自
ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
③
二
人
制
の
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
、
一
方
が
勤
務
で
き
な
か
っ
た
り
、
任
地
に
不

在
で
あ
る
場
合
、
自
ら
の
内
部
で
椙
互
に
補
完
す
る
と
と
も
に
、
～
入
制
の
所
司
代
・
大
坂
城
代
や
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
が
不
在
の
際
に
そ
れ
を
代
行

す
る
こ
と
で
、
上
方
の
幕
無
機
構
は
安
定
的
に
運
営
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
圏
号
　
二
〇
〇
九
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

事
保
改
革
期
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
三
月
、
京
都
・
大
坂
・
長
崎
・
駿
府
・
山
田
・
堺
・
奈
良
・
佐
渡
・
浦
賀
と
い
う
九
つ
の
幕
府
直

轄
都
市
（
催
渡
は
へ
国
全
体
が
幕
府
磁
管
領
）
に
所
在
す
る
一
二
の
遠
国
奉
行
の
役
高
が
確
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
直
轄
都
市
の
う
ち
、
京
都
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
は
、
地
域
支
配
を
担
当
す
る
町
奉
行
の
み
な
ら
ず
、
朝
廷
統
制
を
担
当
す
る
禁
裏
付
や
仙
洞
付
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
役
職
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の
う
ち
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
、
禁
裏
・
仙
洞
付
、
長
崎
・
佐
渡
奉
行
の
六
つ
は
二
人
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
六
つ
は
一
人
制
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
同
じ
二
人
制
で
も
、
長
崎
・
佐
渡
奉
行
は
、
～
方
の
奉
行
が
任
地
、
も
う
一
方
（
相
役
）
の
奉
行
が
江
戸
に
一
年
交
代
で
勤
務

す
る
の
に
対
し
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
や
禁
裏
・
仙
洞
付
は
、
原
則
と
し
て
、
二
人
と
も
任
期
の
定
め
な
く
京
都
・
大
坂
に
居
住
し
、
現
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
い
て
月
番
交
代
で
勤
務
し
た
。
そ
し
て
、
役
高
に
つ
い
て
は
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
が
～
五
〇
〇
石
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
の
役
職
は
す
べ

て
一
〇
〇
〇
石
で
あ
っ
た
。
京
都
と
大
坂
は
、
江
戸
と
と
も
に
三
都
と
称
さ
れ
、
入
口
や
経
済
の
規
模
が
大
き
く
、
幕
府
に
と
っ
て
最
重
要
の

直
轄
都
市
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
地
の
町
奉
行
は
、
遠
国
奉
行
の
な
か
で
も
特
甥
な
地
位
に
あ
り
、
例
外
的
に
大
き
な
役
高
が
設
定
さ
れ
て

い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
の
所
在
す
る
上
方
（
八
力
国
）
は
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
上
、
関
東
と
な
ら
ぶ
幕
府
の
拠
点
地
域
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
京
都
・
大
坂
・
伏
見
・
奈
良
・
堺
と
い
っ
た
直
轄
都
市
、
京
都
の
二
条
や
大
坂
の
直
轄
城
（
番
城
）
が
設
定
さ
れ
る
と
と
も

に
、
①
こ
れ
ら
の
都
市
に
所
在
し
、
国
を
単
位
に
周
辺
地
域
を
支
配
す
る
奉
行
（
た
だ
し
、
伏
見
奉
行
は
伏
見
近
郊
の
み
）
、
②
朝
廷
統
制
を
担
当

す
る
役
人
、
③
二
条
・
大
坂
城
を
守
衛
す
る
役
人
、
④
京
都
の
所
司
代
や
大
坂
城
代
、
な
ど
多
く
の
幕
府
役
人
が
配
置
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
大

名
役
で
あ
る
④
所
司
代
と
大
坂
城
代
は
、
幕
府
に
お
い
て
常
置
の
最
高
職
で
あ
る
老
中
に
次
ぐ
地
位
に
あ
り
、
両
者
を
は
じ
め
と
す
る
上
方
の

役
人
は
、
江
戸
以
外
に
所
在
す
る
幕
府
の
遠
国
役
人
の
な
か
で
も
、
人
数
や
格
式
、
職
務
の
内
容
な
ど
が
最
も
充
実
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

上
方
は
幕
府
全
体
に
お
い
て
重
要
な
部
分
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
機
構
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
幕
府
の
機
構
一
般
や
全
国
支
配
を
理
解
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
上
方
の
幕
府
機
構
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
享
保
改
革
以
前
に
お
け
る
各
段
階
の
状
況
を
中
心
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
改
革
以
降
に
関
す
る
研
究
で
は
、
①
裁
判
制
度
、
②
大
坂
の
役
人
、
の
二
つ
が
主
な
も
の
で
あ
る
（
幕
蔚
の
機
構
や
社
会
の
状
況
が
大
き
く
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
幕
末
期
の
も
の
は
除
く
）
。
ま
ず
、
①
裁
判
制
度
で
は
、
平
松
義
郎
氏
が
刑
事
的
な
側
面
か
ら
、
単
独
で
な
し
え
な
い
仕
置
に
つ
い
て
、
京

都
町
奉
行
や
伏
見
・
奈
良
奉
行
は
所
司
代
、
大
坂
町
奉
行
や
堺
奉
行
は
大
坂
城
代
に
伺
い
、
所
司
代
や
城
代
は
、
自
ら
判
断
し
が
た
い
場
合
、
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近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

さ
ら
に
老
中
へ
伺
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
②
大
坂
の
役
人
で
は
、
内
田
九
州
夕
餉
が
天
保
五
～
七
年
（
一
八
三
四
～

六
）
に
お
け
る
大
坂
城
代
土
井
利
位
の
日
記
に
よ
り
、
仕
置
な
ど
の
裁
判
に
関
す
る
こ
と
が
ら
だ
け
で
な
く
、
地
域
支
配
の
全
般
に
わ
た
り
、

城
代
が
大
坂
町
奉
行
や
堺
奉
行
を
指
揮
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
野
高
宏
之
氏
は
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
；
ご
ろ
に
大
坂
城
代
松
平

康
福
（
の
公
用
入
）
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
、
宮
本
裕
次
氏
は
安
永
九
～
天
明
元
年
（
　
七
八
○
～
～
）
に
お
け
る
大
坂
加
番
京
極
高

久
の
（
家
来
に
よ
る
）
記
録
、
藪
田
貫
氏
は
文
政
一
二
～
天
保
二
年
（
一
八
二
九
～
三
一
）
に
お
け
る
大
坂
西
町
奉
行
新
見
正
路
の
日
記
、
を
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
・
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
岩
城
卓
二
氏
も
、
大
坂
城
代
や
同
加
番
な
ど
の
史
料
を
検
討
し
、
「
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
以
降

は
、
城
代
を
頂
点
に
、
町
奉
行
が
市
中
・
支
配
国
の
行
政
・
裁
判
、
定
番
が
大
坂
城
守
衛
・
管
理
を
統
括
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
城
代
が
長
に
位
置
し
な
が
ら
も
、
重
要
事
項
は
三
者
の
談
合
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
［
城
内
の
事
柄
に
つ
い
て
は
大
御
番
頭

も
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
を
代
表
と
す
る
地
域
支
配
と
岡
定
番
を
代
表
と
す
る
大
坂
城
守
衛
と
の
両
面
を
、
長

官
た
る
城
代
が
統
括
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
三
つ
の
役
人
（
や
同
質
に
在
番
す
る
大
番
頭
）
が
談
合
し
た
と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
坂
を

中
心
と
す
る
幕
府
の
機
構
に
つ
い
て
は
重
要
な
成
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
特
定
の
時
期
や
役
職
に
関
す
る
事
実
の
み
が
指
摘
さ
れ
た
り
、

堺
奉
行
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
な
ど
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
も
い
く
つ
か
の
間
髪
が
あ
る
。
他
方
、
所
司
代
や
町
奉
行
な
ど
、
京
都
を

中
心
と
す
る
幕
府
の
機
構
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
基
本
的
な
こ
と
が
ら
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の

も
と
で
は
、
史
料
の
時
期
や
作
成
者
・
形
式
な
ど
に
配
慮
し
つ
つ
、
京
都
の
機
構
に
つ
い
て
全
面
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
大
坂
の
機
構
に

つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
検
証
し
、
両
者
を
総
合
し
た
形
で
、
上
方
の
幕
府
機
構
全
体
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
筆
者
は
別
稿
で
、
近
世
中
後
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
機
構
の
う
ち
地
域
支
配
に
関
す
る
側
面
、
す
な
わ
ち
幕
府
の
上
方
支
配
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

構
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
幕
府
の
役
職
に
関
す
る
正
式
な
文
書
で
あ
る
起
講
評
や
下
知
状
・
覚
書
に
よ
る
と
、
所
司
代
は

京
都
町
奉
行
や
伏
見
・
奈
良
奉
行
、
大
坂
城
代
は
同
町
奉
行
や
堺
奉
行
を
そ
れ
ぞ
れ
指
揮
監
督
し
、
所
司
代
と
城
代
を
頂
点
に
、
東
西
の
四
界

国
を
対
象
と
す
る
二
つ
の
支
配
機
溝
が
並
び
立
っ
て
い
た
。
ま
た
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
は
、
二
つ
の
支
配
機
樽
を
代
表
す
る
窓
ロ
と
し
て
、
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上
方
の
奉
行
と
江
戸
の
老
中
や
三
奉
行
と
の
や
り
と
り
を
伸
介
・
監
督
し
た
。
②
所
司
代
や
大
坂
城
代
は
、
上
方
の
奉
行
に
よ
る
伺
に
対
し
て

自
ら
判
断
・
指
示
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
上
方
の
内
部
で
処
理
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
京
都
町
奉
行
は
、
所
司
代
が
監
督
・
関
与
す
る
裁
判

に
つ
い
て
調
査
・
審
議
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
別
稿
で
は
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
を
起
点
に
、
上
方
の
奉
行
や
江
戸
の
役
人
と
の
関
係
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
所
司
代
の
裁

判
に
関
す
る
範
囲
で
、
京
都
町
奉
行
が
諮
問
を
受
け
る
事
実
を
指
摘
し
た
が
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
そ
の
圃
有
の
位

置
や
役
捌
を
解
明
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
両
地
の
町
奉
行
は
そ
れ
ぞ
れ
東
酉
の
二
人
制
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
、
両
町
奉

行
の
よ
う
な
二
人
制
の
役
人
と
、
所
司
代
・
城
代
や
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
い
っ
た
～
人
制
の
役
人
と
の
違
い
は
十
分
間
意
識
さ
れ
ず
、
上

方
の
幕
府
機
構
に
お
け
る
二
人
制
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
、
近
世
中
後
期
、
と
り
わ
け
享
保
改
革
以
降
の
上
方
に
お
い
て
、
①
京
都
と
大
坂
を
二
つ
の
中
心
と
す
る
幕
府
機
構

の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
②
二
人
湖
を
と
る
役
人
の
代
表
例
と
し
て
、
両
地
に
共
通
し
て
存
在
す
る
町
奉
行
を
主
な
対
象
に
と

り
あ
げ
、
幕
蔚
機
構
に
お
け
る
両
者
の
位
置
や
役
割
に
つ
い
て
、
所
司
代
・
大
坂
城
代
と
の
関
係
、
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
の
関
係
、
の
二

つ
を
軸
に
検
討
す
る
。
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①
　
『
御
触
書
寛
保
集
成
謡
　
一
七
囲
五
。
な
お
、
駿
府
に
つ
い
て
も
、
直
轄
都
市

　
（
駿
府
欝
）
を
支
．
齪
す
る
駿
府
町
愚
行
だ
け
で
な
く
、
直
轄
城
（
駿
府
城
）
を
守

　
衛
す
る
駿
府
定
番
が
含
ま
れ
る
。

②
鈴
木
康
子
門
近
世
中
期
長
瞬
支
配
機
構
に
つ
い
て
偏
『
長
崎
奉
行
の
研
究
恥
思

　
文
糊
繊
版
、
二
〇
〇
七
（
初
出
、
『
長
崎
談
叢
瞼
九
二
、
二
〇
〇
三
）
。
隅
新
潟
県

　
史
　
通
史
編
3
近
世
一
臨
新
潟
県
、
一
九
八
七
、
五
一
～
三
頁
。
石
門
和
外
「
禁

　
裏
付
武
家
一
朝
廷
内
の
旗
本
f
」
高
埜
利
彦
編
『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会

　
8
　
朝
廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
隔
吉
規
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
。

③
享
保
改
革
以
前
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
支
配
機
構
に
関
す
る
研
究
は
、
拙
稿

　
「
近
世
中
後
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
支
配
機
構
扁
『
史
学
雑
誌
輪
～
…
七
一

　
一
～
、
二
〇
〇
八
を
参
照
。
ま
た
、
大
坂
城
を
守
衛
す
る
役
入
の
成
立
過
程
や
組

　
織
・
職
務
に
つ
い
て
は
、
内
田
九
州
男
門
徳
川
蒋
代
の
大
坂
城
i
将
軍
の
城

　
1
」
渡
辺
武
ほ
か
『
大
阪
城
ガ
イ
ド
熱
保
育
社
、
一
九
八
三
。
藤
井
譲
治
讐
幕

　
府
領
と
大
名
領
」
大
阪
府
鍵
盤
集
専
門
委
員
会
編
『
大
阪
府
史
　
第
五
巻
撫
大
阪

　
府
、
～
九
八
五
。

④
平
松
義
郎
糊
透
徴
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
輪
講
文
社
、
一
九
六
〇
、
五
〇
七
、
五

　
一
八
～
九
頁
。
内
田
「
大
塊
事
件
と
大
坂
城
代
」
槻
大
塩
研
究
蜘
一
三
、
皿
九
八

　
二
。
野
高
宏
之
「
解
説
」
大
阪
市
史
編
纂
所
編
門
大
坂
御
城
代
公
用
人
諸
事
留
書



（
上
）
（
下
）
瞼
大
阪
無
謬
料
調
査
会
、
一
九
九
四
。
富
本
裕
次
「
大
坂
加
番
在
勤

関
連
文
書
に
つ
い
て
一
『
雁
木
坂
串
送
帳
臨
収
録
文
轡
よ
り
一
」
明
大
阪
城

天
守
閣
紀
要
繭
二
六
、
一
九
九
八
。
心
痛
貫
「
大
坂
町
奉
行
の
世
界
i
新
見
正

路
日
記
に
つ
い
て
－
一
縣
糊
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
隔
溝
文
堂
出
版
、
二
〇

〇
五
（
初
出
、
『
大
阪
の
歴
史
臨
五
八
、
二
〇
〇
…
〉
。
岩
城
卓
二
「
雪
山
役
入
と

大
坂
町
人
祉
会
一
－
大
御
番
頭
・
大
僻
番
衆
・
潴
番
を
中
心
に
一
偏
魍
近
世
畿

　
内
・
近
国
支
配
の
構
造
自
照
轡
房
、
二
〇
〇
六
（
初
出
、
隅
歴
墜
研
究
藤
三
九
、

　
二
〇
〇
一
）
。

⑤
①
は
前
掲
拙
稿
「
近
世
中
後
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
支
醗
機
構
」
。
②
は

　
拙
稿
「
近
世
中
後
期
幕
府
の
上
方
支
配
一
『
御
仕
置
例
類
集
駄
の
検
討
を
中
心

　
に
一
扁
『
法
制
史
慨
究
』
五
七
、
二
〇
〇
八
。

第
㎜
章
　
近
世
中
後
期
上
方
の
幕
府
機
構

第
一
節
　
京
都
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
機
構

近世中後期上方の幕府機構と京鰹・大坂町奉行（小盒）

（
肇
）
　
朝
廷
統
制
を
担
当
す
る
役
人

　
幕
府
の
役
人
が
就
任
す
る
際
、
老
申
な
ど
に
対
し
て
、
職
務
の
内
容
や
役
人
の
相
互
関
係
を
箇
条
書
き
に
し
、
そ
の
精
勤
を
誓
う
起
請
文

（
誓
詞
）
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
将
軍
や
老
中
は
、
上
方
を
含
む
遠
国
の
役
人
に
対
し
、
任
務
や
心
得
を
箇
条
書
き
に
す
る
黒
印
状
や
下
知

状
・
覚
書
な
ど
を
与
え
た
。
こ
の
う
ち
黒
印
状
は
、
将
軍
が
黒
印
を
押
し
て
直
接
発
給
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
下
知
状
は
、
将
軍
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

意
を
受
け
て
老
申
が
連
署
で
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
幕
府
の
役
職
に
間
す
る
正
式
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
内
容
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
江
戸
役
人
よ
り
も
遼
国
役
人
、
と
く
に
そ
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
上
方
役
人
や
、
そ
れ
ら
が

構
成
す
る
幕
府
の
機
構
を
検
討
す
る
う
え
で
有
益
な
史
料
と
な
る
。
筆
者
は
劉
稿
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
り
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
、
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

都
・
大
坂
町
奉
行
、
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
な
ど
、
国
単
位
（
伏
見
奉
行
は
伏
見
近
郊
）
の
地
域
支
配
に
関
与
す
る
役
人
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、

そ
の
際
、
一
人
制
と
二
人
制
の
違
い
に
は
注
闘
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
役
高
が
定
め
ら
れ
た
遠
国
奉
行
の
な
か
で

も
、
同
じ
く
二
人
制
で
あ
り
、
朝
廷
統
制
を
担
当
す
る
禁
裏
付
や
仙
洞
付
は
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
所
司
代
や
大
坂
城
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代
と
そ
の
も
と
で
二
人
制
を
と
っ
た
役
人
の
起
請
文
・
黒
印
状
や
関
連
史
料
に
よ
り
、
中
期
に
あ
た
る
一
入
世
紀
前
半
と
後
期
に
あ
た
る
一
八

世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
前
半
と
の
両
方
の
蒔
期
、
京
都
を
申
心
と
す
る
幕
府
の
機
構
と
大
坂
の
そ
れ
と
の
両
方
の
役
職
に
つ
い
て
総
合
的
に
検

　
　
③

討
す
る
。

　
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
三
月
～
八
日
、
禁
裏
付
松
平
恵
一
・
桑
山
元
武
の
連
名
に
あ
て
ら
れ
た
黒
印
状
の
第
二
条
に
は
「
諸
事
両
人
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
僚
　
漏
　
付
　
）

相
談
、
頭
重
分
別
儀
者
、
所
司
代
申
談
之
、
其
上
可
申
付
事
、
附
、
綴
紐
　
御
所
各
鋼
、
流
元
之
儀
於
有
之
者
、
院
中
江
附
置
之
輩
相
互
可
申

談
五
趣
」
と
あ
り
、
禁
裏
付
は
、
①
何
事
も
両
人
で
相
談
し
、
判
断
し
が
た
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
所
司
代
に
相
談
の
う
え
で
実
施
す
る

旨
、
②
（
担
幽
す
る
）
御
所
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
も
の
の
、
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
院
中
江
附
置
之
輩
」
鍵
仙
洞
付
と
相
談
す
べ
き
旨
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
文
政
六
年
（
一
八
；
二
）
正
月
二
八
日
に
お
け
る
禁
裏
付
森
川
氏
畠
・
松
平
定
面
あ
て
の
黒
印
画
竜
二

条
で
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
享
保
二
〇
年
正
月
二
八
日
、
仙
洞
付
赤
井
直
綴
・
山
窟
景
煕
の
連
名
に
あ
て
ら
れ
た
黒
印
状
の
第
一
・
二
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
禁
裏
付
　
・
鏑
洞
付
）

は
「
諸
事
両
人
令
相
談
、
難
及
分
別
儀
者
、
所
司
代
任
差
図
可
申
付
之
」
「
御
所
難
業
各
別
、
存
寄
儀
於
有
之
老
、
御
所
方
江
附
置
之
四
人
相

互
可
申
談
事
」
と
あ
り
、
仙
洞
付
は
、
①
何
事
も
両
人
で
相
談
し
、
判
断
し
が
た
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
所
司
代
の
指
示
を
受
け
て
実
施

す
る
旨
、
②
（
担
当
す
る
）
御
所
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
も
の
の
、
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
御
所
方
江
附
置
之
四
人
扁
鍵
（
禁
裏
付
を
含
む
）

御
所
に
付
け
ら
れ
た
四
人
で
相
談
す
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
文
政
九
年
四
月
朔
日
に
お
け
る
仙
洞
付
成
瀬
正
育
・
永

井
直
発
あ
て
の
黒
印
状
第
一
・
二
条
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
①
隅
じ
く
遠
国
奉
行
に
数
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
地
域
支
配

を
担
当
す
る
京
都
町
奉
行
や
伏
見
・
奈
良
奉
行
の
み
な
ら
ず
、
朝
廷
統
制
を
撞
当
す
る
禁
裏
付
や
仙
洞
付
も
、
所
司
代
の
指
揮
監
督
の
も
と
で

業
務
に
従
事
し
た
こ
と
、
②
二
人
制
の
禁
裏
付
と
仙
洞
付
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
役
と
粥
談
ず
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
朝
廷
統
制
を
担
当
す
る

役
人
と
し
て
四
人
で
も
相
談
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
ご
ろ
に
幕
府
役
職
の
内
容
や
経
緯
を
ま
と
め
た
史
料
で
あ
る
「
吏
徴
」
に
よ
る
と
、
禁
裏
弓
頭
と
御
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

勘
使
買
物
短
章
と
い
う
二
つ
の
役
人
が
「
禁
裏
附
支
配
」
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
仙
洞
付
が
「
支
配
」
す
る
役
人
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
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①
禁
裏
付
は
、
朝
廷
統
制
を
損
当
す
る
下
級
の
幕
府
役
人
を
身
分
上
あ
る
い
は
職
務
上
管
理
・
監
督
し
た
こ
と
、

の
、
朝
廷
統
舗
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
禁
裏
付
が
中
核
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
え
る
。

②
仙
洞
付
と
相
談
す
る
も
の

近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

（
2
）
　
京
都
の
合
議
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頼
稔
、
廟
所
潤
代
）

　
つ
ぎ
に
、
元
文
四
年
（
…
七
ヨ
九
）
七
月
二
一
日
、
京
都
東
町
奉
行
馬
場
尚
繁
が
提
出
し
た
起
重
文
の
第
六
条
に
は
「
土
岐
弼
後
守
・
等
外

脚
糞
於
江
張
添
附
儲
歎
蒲
役
銭
御
用
之
儀
下
付
中
簸
不
仕
万
妻
相
談
不
惑
挨
存
寄
導
通
露
之
・
私
之
雰
を
不
立
・
御

為
蘇
方
落
着
可
仕
掛
」
と
あ
り
、
町
奉
行
は
、
所
司
代
土
岐
頼
稔
や
「
禁
裏
方
江
平
為
附
候
面
々
」
1
1
禁
裏
付
、
「
町
役
人
」
の
町
奉
行
と
間

柄
を
悪
く
せ
ず
、
業
務
に
つ
い
て
何
事
も
相
談
し
、
腹
蔵
な
く
意
見
を
述
べ
、
自
分
の
主
張
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
「
御
為
」
1
1
将
軍
・
幕

府
の
た
め
に
ょ
い
方
へ
決
定
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
九
月
＝
日
に
お
け
る
京
都
東
町
奉

行
菅
沼
定
喜
の
起
請
文
第
二
条
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
京
都
に
お
い
て
は
、
町
奉
行
・
禁
裏
付
と
い
う
二
入
獄
を
と
る
二
つ
の

役
人
が
、
所
司
代
の
も
と
で
各
種
の
業
務
に
つ
い
て
相
談
・
決
定
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
伏
見
・
奈
良
奉
行

や
仙
洞
付
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
京
都
町
奉
行
が
地
域
支
配
を
担
当
す
る
役
人
、
禁
裏
付
が
朝
廷
寄
航
を
担
記
す
る
役
人
を
そ
れ
ぞ
れ
代

表
す
る
形
で
、
所
司
代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
し
た
あ
り
方
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
「
吏
徴
し
で
は
、
二
条
城
門
番
頭
や
二
条
鉄
炮
奉
行
・
同
御
殿
預
と
い
っ
た
二
条
城
を
守
衛
す
る
三
つ
の
役
人
が
「
所
酒
代
支
配
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
さ
れ
て
い
る
。
所
司
代
は
、
二
条
城
外
の
屋
敷
に
居
住
し
た
が
、
「
吏
徴
」
の
記
述
に
し
た
が
う
と
、
地
域
支
配
や
朝
廷
統
制
を
担
当
す
る

役
人
の
ほ
か
、
同
町
を
守
衛
す
る
役
人
に
つ
い
て
も
、
身
分
上
あ
る
い
は
職
務
上
管
理
・
監
督
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
岩
城
氏
は
、
大
坂
城

代
が
地
域
支
配
と
番
城
守
衛
の
二
つ
の
分
野
を
統
括
す
る
と
論
じ
た
が
、
京
都
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
機
構
に
お
い
て
は
、
長
官
た
る
所
司
代

が
、
そ
れ
ら
に
朝
廷
統
舗
を
加
え
た
三
つ
の
分
野
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
大
坂
を
申
心
と
す
る
幕
府
の
機
講

（
1
）
　
大
坂
の
合
議
体

　
大
坂
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
機
構
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岩
城
氏
が
、
幕
末
の
元
治
元
年
（
一
八
六
閥
）
に
お
け
る
城
代
や
町
奉
行
の
起
講

　
　
　
　
　
　
　
⑥

文
を
分
析
し
て
い
る
が
、
本
節
で
は
、
京
都
の
事
例
と
比
較
す
る
意
味
か
ら
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
大
坂
役
人
の
起
扇
面
や
関
連
史
料
を
あ

ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）
　
（
獅
　
在
　
番
）
　
（
火
　
坂
　
）

　
享
保
～
九
年
（
一
七
三
四
）
六
月
～
二
臼
、
大
坂
城
代
稲
葉
正
親
が
提
出
し
た
起
請
文
の
第
五
条
に
は
「
御
定
番
・
大
御
番
頭
・
両
町
奉
行

与
申
事
候
儀
、
急
診
心
底
　
御
為
能
方
落
着
可
仕
候
」
と
あ
り
、
城
代
は
、
定
番
や
在
番
の
大
番
頭
、
町
奉
行
と
網
談
ず
る
こ
と
に
つ
き
、
腹

蔵
な
く
（
意
見
を
述
べ
）
、
「
御
為
」
に
ょ
い
方
へ
決
定
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
お
け
る
大

坂
城
代
水
野
患
邦
の
起
請
文
（
の
案
文
）
第
四
条
で
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
和
八
年
（
｝
七
七
一
）
七
月
、
大
坂
玉
造
口
定
番
安
部
意
趣
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
　
在
　
番
）
　
（
大
　
坂
　
）

提
面
し
た
起
請
文
の
第
六
条
に
は
「
御
城
代
・
相
役
人
・
大
御
番
頭
・
両
町
暴
行
与
奉
対
　
御
為
申
悪
鋪
不
仕
、
万
事
相
談
可
毫
端
」
と
あ
り
、

定
番
は
、
城
代
や
「
相
役
人
篇
の
定
番
、
在
番
の
大
番
頭
や
町
奉
行
と
間
柄
を
悪
く
せ
ず
、
「
御
為
」
に
対
し
て
何
事
も
相
談
す
る
旨
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
将
軍
の
直
轄
軍
で
あ
る
大
番
は
、
長
で
あ
る
大
番
頭
の
も
と
に
五
〇
名
を
一
組
と
し
て
一
二
組
あ
り
、
将
軍
の
直
轄
城

で
あ
る
二
条
城
と
大
坂
城
に
そ
れ
ぞ
れ
二
組
ず
つ
が
一
年
交
代
で
在
番
し
た
。
他
方
、
大
坂
城
代
と
岡
定
番
は
、
い
ず
れ
も
任
期
の
定
め
な
く

大
坂
城
内
の
屋
敷
に
居
住
し
て
岡
城
を
守
衛
す
る
役
人
で
あ
る
が
、
城
代
は
、
追
手
（
大
手
）
口
の
番
所
を
担
当
す
る
一
人
鋼
で
あ
る
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
、
定
番
は
、
京
橋
口
と
玉
造
口
の
番
所
を
そ
れ
ぞ
れ
撰
肥
す
る
二
人
制
で
あ
り
、
月
番
交
代
で
勤
務
し
た
。
岩
城
氏
の
分
析
や
こ
こ
で
の
事

例
に
よ
る
と
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
町
奉
行
・
定
番
と
い
う
二
人
制
を
と
る
二
つ
の
役
人
、
お
よ
び
在
番
の
大
番
頭
が
、
享
保
期
以
降
一
貫
し

て
、
城
代
の
も
と
で
各
種
の
業
務
に
つ
い
て
相
談
・
決
定
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）
　
（
同
　
）

　
た
だ
し
、
寛
保
元
～
延
享
三
年
（
一
七
四
一
～
六
）
の
問
に
大
坂
町
奉
行
が
提
出
し
た
起
請
文
案
の
第
二
条
に
は
「
御
城
代
・
御
定
番
井
相
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役
人
万
事
御
用
二
豆
単
相
談
羅
拝
、
取
残
心
底
を
申
出
、
其
上
私
之
不
立
所
存
、
多
分
二
付
、
御
為
能
吏
可
潮
候
偏
と
あ
り
、
町
奉
行
は
、
城

代
や
定
番
、
「
相
役
入
隔
の
町
奉
行
と
業
務
に
つ
い
て
相
談
す
る
際
、
何
事
も
腹
蔵
な
く
意
見
を
述
べ
た
う
え
で
、
自
分
の
主
張
に
こ
だ
わ
る

こ
と
な
く
大
勢
に
し
た
が
い
、
「
御
為
扁
に
よ
い
方
に
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
礪
四
）
ご
ろ
に
お
け

る
大
坂
町
奉
行
の
起
請
文
原
口
二
条
で
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
文
政
八
年
九
月
、
老
中
が
連
名
で
大
坂
玉
造
口
定
番
山
口
弘
致
・
京
橋
ロ
定

糞
久
保
教
孝
と
同
欝
奉
行
内
藤
軍
議
東
町
奉
行
古
事
実
徳
の
連
名
に
あ
て
た
奉
書
に
は
「
総
藻
継
被
下
御
暇
御
黒
印
井
下
知

状
持
参
之
事
候
、
万
事
可
早
稲
談
候
扁
と
あ
り
、
城
代
水
野
忠
邦
が
暇
を
与
え
ら
れ
て
（
大
坂
に
赴
き
）
、
黒
印
状
と
下
知
状
を
持
参
す
る
の
で
、

何
事
も
相
談
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
将
軍
よ
り
暇
が
与
え
ら
れ
た
八
月
一
一
日
に
は
、
大
坂
城
代
水
野
と
玉
造
口
定
番
山

口
・
京
橋
口
定
番
大
久
保
の
連
名
に
あ
て
た
黒
印
状
、
な
ら
び
に
、
老
中
が
連
名
で
水
野
・
山
口
・
大
久
保
と
西
町
奉
行
内
藤
・
東
町
奉
行
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

井
の
連
名
に
あ
て
た
下
知
状
の
二
通
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
坂
町
奉
行
が
在
番
の
大
番
頭
と
韻
談
ず
る
こ
と
を
想
定
せ
ず
、

か
つ
、
城
代
が
赴
任
す
る
際
に
も
、
黒
印
状
や
下
知
状
の
宛
名
に
大
番
頭
が
連
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
は
、
①
大
坂
城
の
守
衛
と
い
っ
た
軍
事

的
な
側
面
で
は
、
在
番
の
大
番
頭
が
参
加
す
る
場
合
も
あ
る
も
の
の
、
城
代
と
町
奉
行
・
定
番
の
三
者
に
よ
る
合
議
が
あ
く
ま
で
基
本
で
あ
っ

た
こ
と
、
②
町
奉
行
は
、
地
域
支
配
の
よ
う
な
軍
事
以
外
の
こ
と
が
ら
を
中
心
に
相
談
し
た
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
え
る
。
大
坂
の
合
議
体
に

お
い
て
は
、
城
代
や
町
奉
行
・
定
番
と
い
っ
た
任
期
の
定
め
な
く
現
地
に
居
住
す
る
三
つ
の
役
人
が
中
核
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
一
年
交
代

で
江
戸
か
ら
派
遣
さ
れ
る
大
番
頭
が
副
次
的
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
堺
奉
行
や
大
坂
城
に
お
け
る
各
種
の
奉
行
が
含

ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
町
奉
行
が
地
域
支
配
を
握
当
す
る
役
入
、
定
番
が
同
一
を
守
衛
す
る
役
人
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
形
で
、
城
代
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
合
議
体
を
構
成
し
た
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
　
大
坂
城
を
守
衛
す
る
役
人

安
永
六
年
（
～
七
七
七
）
九
月
に
就
任
し
た
大
坂
城
代
牧
野
等
長
の
公
法
人
が
、

前
任
の
城
代
で
あ
る
所
司
代
久
燈
広
明
の
公
用
入
に
問
い
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図　近：琶中後期上方の幕府機構

　　　　　将　軍
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総量擁壁
①①…勘　疹

（
二
条
城
守
衛
の
役
人
）

仙
洞
付
②

」
羅
、

大坂城代

（
朝
廷
三
豊
の
役
人
）

　
　
　
　
　
　
脚
　
l
　
l
　
’

大
坂
町
奉
行
②
…

大
坂
定
番
②
一
十
一
（
大
坂
城
守
衛
の
役
人
）
鱒
改

大
坂
在
番
大
番
頭
…

注：丸数字は｛垂期の定めなく上方に屠住する幕府役人の定員を表す。

　　京都・大坂の合議体に参加する幕府役人の範閥を点線で示した。

　
　
　
⑪

れ
て
い
る
。
二
条
城
内
に
は
大
名
役
の
幕
府
役
人
が
配
置
さ
れ
ず
、
城
外
に
居
住
す
る
所
司
代
が
同
城
の
役
人
を
管
理
し
た
の
に
対
し
、

城
内
に
は
城
代
と
定
番
と
い
う
二
つ
の
大
名
役
が
居
住
し
て
い
る
が
、
直
接
的
に
は
、

は
定
番
を
通
し
て
そ
れ
ら
を
把
握
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
な
お
、
上
方
役
人
の
起
請
文
や
黒
印
状
な
ど
に
よ
る
と
、
所
司
代
は
、
地
域
支
配
に
つ
い
て
京
都
町
奉
行
や
伏
見
・
奈
良
奉
行
、
朝
廷
統
制

に
つ
い
て
禁
裏
付
や
仙
洞
付
を
指
揮
監
督
し
た
。
他
方
、
大
坂
城
代
は
、
地
域
支
配
に
つ
い
て
岡
町
奉
行
や
堺
奉
行
を
指
揮
監
督
す
る
が
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

合
わ
せ
た
内
容
を
ま
と
め
る
史
料
の
～
条
に
は
門
御
定
番
者
、
御

政
事
二
者
一
切
御
抱
り
無
之
事
」
と
あ
り
、
ま
た
、
享
和
二
年

（一

ｪ
〇
二
）
一
〇
月
に
就
任
し
た
城
代
稲
葉
正
謳
の
家
来
が
業

務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
の
一
条
に
は
「
大
坂
長
城
内
外
重
立

　
　
　
　
（
大
　
坂
）

候
事
ハ
、
御
定
番
も
談
合
之
上
伺
、
取
計
候
事
、
土
城
江
附
候
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
瞬
　
）

定
筋
之
事
ハ
談
合
候
、
其
余
指
事
ハ
、
御
城
代
存
寄
之
事
」
と
あ

⑩る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
①
大
坂
城
の
守
衛
と
い
っ
た
軍
事
に
関

す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
城
代
は
定
番
と
相
談
し
、
重
大
な
場

合
に
は
、
江
欝
の
老
中
へ
伺
っ
た
こ
と
、
②
軍
事
以
外
の
「
政

事
」
に
つ
い
て
は
、
城
代
が
自
ら
判
断
・
処
理
し
、
定
番
は
基
本

的
に
関
与
し
な
い
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
「
課
徴
」
で
は
、
大
坂
鉄
炮
奉
行
・
同
穆
奉
行
・
同

破
損
奉
行
・
同
具
足
奉
行
な
ど
の
大
坂
城
を
守
衛
す
る
奉
行
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

城
内
の
金
蔵
を
管
理
す
る
大
坂
金
奉
行
が
「
御
定
番
支
配
」
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂

　
　
　
　
定
番
が
同
城
の
役
人
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
り
、
城
代
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坂
城
の
守
衛
に
つ
い
て
は
、
定
番
と
穣
談
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
指
揮
監
督
す
る
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
同
じ
合
議
体
の
な
か
で
も
、
所
司
代

と
京
都
町
奉
行
や
禁
裏
付
、
大
坂
城
代
と
岡
町
奉
行
の
間
に
は
上
下
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
城
代
と
定
番
は
基
本
的
に
並
列
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
心
労
」
に
お
い
て
両
者
の
官
位
・
詰
間
・
役
料
を
み
る
と
、
大
坂
城
代
が
四
品
（
従
四
位
下
の
み
）
・
雲
間
・
役
知
一
万

石
で
あ
る
の
に
対
し
、
定
番
は
諸
大
志
（
従
五
位
下
・
諸
大
夫
）
・
雁
間
・
役
料
三
千
俵
で
あ
り
、
格
式
上
は
明
確
な
差
が
存
在
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
職
務
上
、
大
坂
定
番
に
と
っ
て
城
代
は
上
司
で
な
く
、
あ
く
ま
で
同
輩
中
の
首
席
で
あ
り
、
大
坂
城
の
守
衛
に
つ
い
て
は
、
城
代
が

中
心
と
な
っ
て
定
番
と
合
議
し
つ
つ
、
ゆ
る
や
か
に
全
体
を
と
り
ま
と
め
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
近
世
中
後
期
の
上
方
で
は
、
京
都
と
大
坂
を
中
心
と
す
る
二
つ
の
幕
府
機
構
が
並
び
立
つ
と
と
も
に
、
所
司
代
が
地
域
支

配
・
朝
廷
統
制
・
二
条
城
守
衛
の
三
つ
、
大
坂
城
代
が
地
域
支
配
・
大
坂
城
守
衛
の
二
つ
の
分
野
に
わ
た
り
、
役
人
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
業

務
を
統
括
し
た
。
ま
た
、
京
都
に
お
い
て
は
、
地
域
支
配
を
代
表
す
る
町
奉
行
と
朝
廷
統
制
を
代
表
す
る
禁
裏
付
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
地
域

支
配
を
代
表
す
る
町
奉
行
と
大
坂
城
守
衛
を
代
表
す
る
定
番
と
い
う
形
で
、
二
人
制
を
と
る
二
つ
の
役
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
制
の
長
官
で
あ
る

所
司
代
・
城
代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
際
図
　
近
世
中
後
期
上
方
の
幕
府
機
構
】
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
四
図
】
に
は
、
任
期
の
定
め
な
く
上
方
に
居
住
す
る
幕
府
役
人
の
定
員
を
丸
数
字
で
表
す
と
と
も
に
、
京
都
・
大
坂
の
合
議
体
に
参
加

す
る
役
人
の
範
囲
を
点
線
で
示
し
た
。

①
　
菊
池
勇
夫
「
箱
館
奉
行
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
一
黒
印
状
・
下
知
状
の
分
析

　
一
」
魍
北
方
史
の
な
か
の
近
世
日
本
』
校
倉
怨
書
、
｝
九
九
一
（
初
出
、
田
中

　
健
夫
編
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
瓢
吉
翔
弘
文
館
、
…
九
八
七
）
。

②
前
掲
拙
稿
「
近
世
中
後
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
支
配
機
構
偏
。

③
本
文
に
お
け
る
ω
起
請
文
と
②
黒
印
状
の
典
拠
は
次
の
通
り
。
ω
享
保
㎜
九
年

　
の
大
坂
城
代
は
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
轡
（
大
阪
城
天
守
禰
編
噸
特
別
展
　
徳

　
川
大
坂
城
一
西
国
支
配
の
拠
点
一
隔
大
阪
城
天
守
閣
特
別
事
業
主
員
会
、
二

　
〇
〇
八
、
三
六
翼
）
。
元
文
四
年
の
京
都
町
奉
行
は
大
河
内
家
文
書
（
大
河
内
元

冬
氏
所
蔵
、
豊
橋
市
美
術
博
物
館
寄
託
。
本
稿
は
埼
玉
県
立
文
書
館
写
真
版
に
よ

っ
た
）
。
寛
保
元
～
延
｛
呈
二
年
の
大
坂
町
奉
行
は
「
諸
役
誓
罰
前
書
」
（
国
立
公
文

書
館
・
内
閣
文
庫
所
蔵
。
以
下
、
内
閣
）
。
明
和
八
年
の
大
坂
定
番
は
安
瞬
家
文

書
（
箭
掲
㎎
特
別
展
　
徳
川
大
坂
城
』
王
六
頁
）
。
寛
政
元
年
の
京
都
町
奉
行
と

禁
裏
付
は
「
緻
日
私
記
」
（
内
閣
）
。
文
政
八
年
の
大
坂
城
代
と
弘
化
元
年
の
同
町

奉
行
は
「
御
老
中
支
配
誓
調
理
」
明
日
本
財
政
経
済
史
料
　
第
隆
運
輪
二
五
二
・

｝二

ｵ
…
二
頁
。
麟
享
保
一
五
年
の
禁
裏
付
と
轡
型
〇
年
の
仙
洞
付
は
「
御
黒
印
丼
下

知
状
覚
書
之
留
」
（
内
閣
）
。
文
政
六
年
の
禁
裏
付
と
同
八
年
の
大
坂
城
代
（
老
中
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奉
書
・
下
知
状
と
も
）
と
岡
九
年
の
仙
洞
付
は
「
御
黒
印
下
知
状
之
留
偏
（
内
閤
）
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
「
諸
役
誓
詞
前
回
」
は
藤
井
談
治
氏
（
嗣
『
江
戸
時
代
の
官
療

　
制
』
青
木
審
店
、
一
九
九
九
）
、
「
緻
日
払
記
し
「
御
黒
印
井
下
知
状
覚
轡
之
留
」

　
「
御
黒
印
下
知
状
之
留
」
は
菊
池
勇
夫
氏
（
前
掲
菊
池
論
文
）
が
と
り
あ
げ
て
い

　
る
。
な
お
、
享
保
期
以
降
、
同
じ
役
職
の
起
謂
文
や
黒
印
状
に
お
け
る
箇
条
の
数

　
や
順
序
、
条
文
の
内
容
な
ど
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
が
、
窟
都
町
奉
行
の
起
請

　
文
の
み
、
元
文
四
年
の
七
力
条
の
う
ち
、
寛
政
元
年
に
は
第
三
・
曜
条
が
省
略
さ

　
れ
、
残
る
五
力
条
の
順
序
も
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
峯
保
期
以
降
に
黒
印

　
状
が
発
給
さ
れ
た
上
方
の
役
人
は
、
大
坂
城
代
と
撮
定
番
、
禁
裏
付
と
仙
洞
付
の

　
隣
者
で
あ
る
（
同
）
が
、
上
方
の
幕
府
機
講
に
お
け
る
軍
営
や
朝
廷
統
制
の
問
題

　
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
り
溺
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

④
　
「
吏
微
」
『
続
々
群
書
類
従
　
第
七
輪
。
こ
れ
ら
の
翼
果
は
、
安
永
二
年
（
…
七

　
七
三
）
に
お
け
る
朝
廷
（
の
口
向
）
役
人
の
不
審
纂
件
を
受
け
て
、
翌
三
年
以
降
、

　
江
戸
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
奥
野
高
広
脳
皇
室
御
経
済
吏
の
研
究
　
後

　
篇
駄
中
央
公
論
社
、
…
九
四
四
、
四
四
五
頁
。
爺
掲
石
灘
論
文
）
。
な
お
、
「
吏

　
徴
偏
で
は
、
京
都
代
筥
小
堀
正
明
が
「
京
都
町
奉
行
支
配
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑤
「
天
明
六
年
京
都
洛
中
洛
外
絵
図
」
（
中
井
家
悪
酒
、
京
都
大
学
附
属
園
田
館
所

　
蔵
。
大
塚
隆
編
『
慶
長
昭
和
京
都
地
図
集
成
鰍
柏
罫
描
、
｝
九
九
閣
）
。

⑥
前
掲
岩
城
論
文
。

⑦
前
掲
内
田
「
徳
川
時
代
の
大
坂
城
」
。
前
掲
藤
井
門
幕
府
領
と
大
名
領
扁
。
前
掲

　
岩
城
論
文
。

⑧
黒
印
状
や
下
知
状
・
覚
書
は
、
暇
の
与
え
ら
れ
た
日
付
で
発
給
さ
れ
る
（
前
掲

　
菊
池
論
文
）
。

⑨
寛
保
元
～
延
享
三
年
（
～
七
四
～
～
六
）
の
間
に
大
番
頭
が
提
出
し
た
起
請
文

　
案
の
第
七
条
に
は
「
大
坂
二
瀬
者
鶴
秘
伽
獅
・
際
蜘
野
島
是
又
中
等
敷
不
仕
、
万

　
事
遂
相
談
、
御
為
課
方
江
付
可
申
事
」
（
前
掲
門
諸
役
誓
詞
前
書
篇
）
と
あ
り
、
大

　
坂
城
に
在
番
す
る
大
番
頭
は
、
門
御
城
代
衆
」
や
町
奉
行
と
間
柄
を
悪
く
せ
ず
に

何
事
も
相
談
し
、
門
御
為
」
に
ょ
い
方
に
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
一
興
城
代
衆
漏
と
は
、
大
坂
城
代
や
同
定
番
に
よ
る
起
請
文
の
紀
述
か
ら
、
～

人
鱗
の
城
代
だ
け
で
な
く
、
二
人
制
の
定
番
を
含
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
寛
政
元
年
（
…
七
八
九
）
六
月
…
…
日
、
大
坂
撫
番
松
平
直
紹
ほ
か
三
名
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ん
　
　
レ

提
饗
し
た
趨
請
文
の
第
二
条
に
は
「
相
役
中
者
不
及
申
、
御
城
代
・
甲
声
簿
衆
・

配
鱗
濫
虻
尊
墨
昧
毅
徳
獅
与
中
謬
論
不
仕
、
万
事
遂
相
談
、
私
之
申
分
を
不
立
、

御
為
能
方
附
議
申
事
扁
（
前
掲
「
轍
B
私
記
」
）
と
あ
り
、
加
番
は
、
棺
役
の
撫
番

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
城
代
や
定
番
、
盗
番
の
大
番
頭
や
町
奉
行
と
濯
柄
を
悪
く

せ
ず
に
何
事
も
租
談
し
、
自
分
の
主
張
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
「
御
為
偏
に
よ

い
方
に
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
寛
保
元
～
延
享
三
年
に

お
け
る
加
番
の
起
請
文
案
第
二
条
で
も
確
認
で
き
る
（
寒
声
「
諸
役
誓
詞
前
書
」
）
。

他
方
、
本
文
で
と
り
あ
げ
た
寛
保
元
～
延
享
三
年
に
お
け
る
大
坂
町
奉
行
の
起
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
た
な
な
　
　
　
　
　
　
へ
お
　
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

文
案
第
二
条
の
付
け
た
り
に
は
「
大
御
番
頭
・
御
加
番
之
昌
々
・
御
気
付
衆
御
屠

之
儀
相
談
総
有
選
者
、
是
又
　
僻
豊
能
様
二
可
申
談
事
扁
と
あ
り
、
詞
様
の
箇
条

は
、
弘
化
元
年
（
｝
八
四
四
）
ご
ろ
に
お
け
る
町
山
行
の
起
請
文
案
築
二
条
の
付

け
た
り
で
も
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
享
保
｝
九
年
に
お
け
る
大
坂
城
代
稲
葉
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ソ

親
の
趨
請
文
簗
烈
条
の
後
半
に
は
「
御
加
番
之
面
々
井
御
臼
付
御
用
之
儀
申
聞
揆

．
刻
、
是
等
等
方
沙
汰
可
仕
事
扁
と
あ
り
、
同
様
の
箇
条
は
、
文
政
八
年
に
お
け
る

城
代
水
野
忠
邦
の
起
請
文
案
第
瞬
条
の
後
半
で
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
明

和
八
年
に
お
け
る
大
坂
定
番
安
部
信
允
の
起
請
文
第
六
条
の
後
半
に
は
「
此
外

鰍
加
群
之
繭
々
井
衡
挿
嘔
御
用
之
儀
梢
談
之
灘
、
是
亦
　
御
為
能
様
沙
汰
可
仕

事
偏
と
あ
る
。
な
お
、
大
坂
加
番
は
、
四
人
の
大
名
が
…
年
交
代
で
大
坂
城
に
勤

番
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
坂
屠
付
は
、
使
番
や
澗
番
（
書
院
番
と
小
姓

紐
番
）
か
ら
な
る
二
名
の
役
人
が
半
年
交
代
（
寛
政
五
年
以
降
は
…
年
交
代
）
で

鮎
漁
よ
り
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
「
吏
徴
扁
。
松
尾
美
恵
子
門
大
坂
加

番
制
に
つ
い
て
」
『
徳
廻
林
政
史
研
究
所
　
研
究
紀
要
　
昭
和
4
9
年
度
隔
一
九
七

五
）
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
①
大
坂
町
奉
行
は
、
城
代
や
定
番
と
の
合
議
を
中
心
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に
し
つ
つ
も
、
二
義
的
に
大
番
頭
と
も
相
談
し
た
こ
と
、
②
城
代
と
町
奉
行
・
定

番
は
、
加
番
や
目
付
と
の
問
で
も
、
各
種
の
業
務
に
つ
い
て
相
談
す
る
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
大
坂
に
お
け
る
幕
府
役
人
の
合
議
体

は
、
城
代
と
町
奉
行
・
定
番
の
三
者
が
中
核
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
大
番
頭
が

講
次
的
な
位
罎
に
あ
り
、
連
番
や
目
付
が
そ
の
外
縁
部
分
を
な
す
と
い
う
三
履
の

同
心
醗
構
造
を
と
っ
て
い
た
。

⑳
　
「
公
用
方
聞
合
轡
」
（
常
陸
濁
土
浦
土
屋
繁
文
審
、
轡
文
学
研
究
資
料
館
〔
旧
史

　
料
館
〕
所
蔵
）
。
讐
御
城
代
被
仰
付
候
後
覚
轡
」
前
掲
糊
大
坂
御
城
代
公
墨
入
諸
事

　
留
書
（
上
）
撫
九
二
頁
。

⑪
前
掲
「
吏
徴
」
で
は
、
茨
保
八
年
（
｛
八
三
七
〉
の
大
塩
平
八
郎
の
乱
を
鎮
圧

　
す
る
際
に
活
躍
し
た
坂
本
鉱
毒
助
も
、
翌
九
年
以
降
、
大
坂
鉄
炮
方
と
し
て
「
大

　
坂
御
定
番
支
配
」
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
　
所
司
代
・
大
坂
城
代
と
の
関
係

第
一
節
　
所
司
代
・
大
坂
域
代
の
諮
問

近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂時奉行（小倉）

（
蓬
）
　
地
域
支
配
を
担
当
す
る
役
人

　
美
章
で
は
、
上
方
役
人
の
起
請
文
や
黒
印
状
に
よ
り
、
京
都
と
大
坂
を
二
つ
の
中
心
と
す
る
幕
府
機
構
の
枠
組
み
を
確
定
し
た
。
本
章
か
ら

は
、
二
人
制
を
と
る
役
人
の
代
表
例
と
し
て
、
両
蓋
に
共
通
し
て
存
在
す
る
町
奉
行
を
主
な
対
象
に
と
り
あ
げ
、
上
方
の
幕
府
機
構
に
お
け
る

両
者
の
位
置
や
役
割
に
つ
い
て
、
①
所
誉
者
・
大
坂
城
代
と
の
関
係
、
②
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
の
関
係
、
の
二
つ
を
軸
に
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
享
和
三
年
（
一
八
Ω
二
）
六
月
二
一
田
、
京
都
西
町
奉
行
曲
淵
景
露
は
所
司
代
に
次
の
よ
う
な
書
付
を
提
幽
し
た
。

　
困
史
料
1
M

　
　
　
（
久
周
、
伏
見
奉
行
）

　
　
　
加
納
遠
江
守
差
上
候
堺
歴
庄
兵
衛
同
期
甥
藤
吉
御
仕
置
伺
帳
壱
冊
、
ま
月
晦
日
被
成
御
下
ケ
候
付
、
取
調
候
処
、
（
中
略
）
指
当
寺
薄
徳
二
奉
存
候
、
右

　
　
　
　
　
　
（
森
贋
俊
勢
、
京
都
東
町
泰
行
）

　
　
　
之
趣
、
越
　
　
　
甫
　
　
　
守
流
茂
評
議
仕
、
則
観
潮
御
下
ケ
候
帳
諏
壱
冊
返
上
仕
、
欝
欝
見
合
例
書
入
御
覧
、
此
段
申
上
帯
、
以
上

　
　
　
　
（
享
和
需
…
年
）
　
　
　
　
　
　
（
激
露
、
京
都
簡
際
奉
行
）

　
　
　
亥
轟
ハ
月
廿
皿
目
一
　
　
　
曲
淵
和
勲
水
、
｛
寸

　
こ
こ
で
は
、
伏
見
奉
行
加
納
久
周
か
ら
仕
置
伺
書
が
提
出
さ
れ
た
際
、
所
司
代
が
そ
れ
を
京
都
西
町
奉
行
曲
淵
に
下
げ
渡
し
て
諮
問
す
る
の
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に
対
し
、
曲
淵
は
先
例
を
調
査
（
「
取
調
」
）
す
る
と
と
も
に
、
東
町
奉
行
森
川
俊
罪
と
共
同
で
審
議
（
「
評
議
」
）
し
た
う
え
で
、
そ
の
結
果
を
所

司
代
に
答
申
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
京
都
町
奉
行
は
、
①
伏
見
奉
行
と
同
様
に
、
所
司
代
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
特
定
の
地
域
を
支
配

す
る
と
と
も
に
、
②
所
司
代
の
諮
問
に
応
え
、
自
ら
が
担
当
し
な
い
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
も
調
査
・
審
議
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

者
は
別
稿
に
お
い
て
、
所
司
代
の
裁
判
に
関
す
る
範
囲
で
こ
う
し
た
事
実
を
指
摘
し
た
が
、
町
奉
行
に
着
目
す
る
と
次
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
曲
淵
が
自
ら
「
取
調
」
べ
る
だ
け
で
な
く
、
相
役
の
森
川
と
「
評
議
」
し
た
旨
を
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
二
人
制
の
京

都
町
奉
行
は
、
所
司
代
の
諮
問
を
受
け
た
一
方
の
奉
行
の
み
が
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
同
一
の
問
題
に
つ
い
て
梱
役
と
意
見
を

交
わ
し
、
議
論
を
深
め
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
結
果
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
門
史
料
1
】
の
事
例
か
ら
す
る
と
、
近
世
中
後
期
に
お
い

て
京
都
町
奉
行
（
や
大
坂
町
奉
行
）
が
二
人
制
を
と
っ
た
こ
と
は
、
月
番
交
代
に
よ
っ
て
業
務
の
負
担
を
軽
減
す
る
だ
け
で
な
く
、
東
西
の
奉

行
が
共
済
で
審
議
1
1
「
評
議
」
し
う
る
点
に
こ
そ
大
き
な
意
味
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
所
司
代
は
、
伏
見
・
奈
良
奉
行
を

指
揮
監
督
し
、
そ
れ
ら
が
提
出
す
る
伺
書
に
指
示
や
承
認
を
与
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
京
都
町
奉
行
が
内
容
に
つ
い
て

調
査
・
審
議
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
所
司
代
は
自
ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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（
2
）
　
二
条
城
を
守
衛
す
る
役
人

　
し
か
も
、
所
司
代
が
京
都
町
奉
行
に
諮
問
し
た
内
容
は
、
上
方
に
お
け
る
地
域
支
配
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
の
史
料
は
、
文
化
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

同
町
奉
行
所
与
力
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
の
一
節
で
あ
る
。

　
【
史
料
2
】

　
　
　
　
（
年
冬
、
二
条
鉄
炮
奉
行
）

　
　
御
鉄
炮
奉
行
木
村
吉
十
郎
知
行
所
武
州
豊
島
郡
小
石
娼
村
善
仁
寺
持
畑
之
内
江
、
幾
八
月
朔
日
実
入
体
之
も
の
行
倒
相
果
居
候
旨
、
（
中
略
）
右
脚
拳
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
司
代
）

　
　
之
素
線
御
座
候
間
、
如
何
叢
叢
可
申
哉
之
段
、
吉
十
郎
6
伺
書
差
出
、
二
条
6
為
取
調
御
下
ケ
、
（
中
略
）
御
勘
定
奉
行
二
而
相
器
、
福
建
虚
夢
儀
取
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
町
）

　
　
候
儀
二
心
、
江
戸
表
へ
被
御
嶽
蘇
方
二
可
有
之
哉
、
又
ハ
御
銭
行
方
参
御
勘
定
奉
行
面
罵
掛
合
可
野
面
哉
之
段
被
溝
上
候
所
、
御
拝
行
方
6
御
勘
定
奉
行



近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂晦奉行（小倉）

　
　
へ
御
掛
合
評
醸
成
旨
被
御
渡
、
則
御
掛
合
二
成
候
所
、
（
中
略
）
御
勘
定
泰
行
衆
6
御
返
書
御
到
来
、
二
条
江
御
門
之
上
、
吉
十
郎
江
死
骸
取
概
可
申
段

　
　
被
仰
渡
候
事

　
四
史
料
2
】
の
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
武
蔵
に
あ
る
知
行
所
で
傘
入
の
行
倒
が
発
生
し
た
が
、
現
場
が
「
御
拳
場
」
で
あ
る
た
め
、
ど

の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
二
条
鉄
炮
奉
行
木
村
年
下
が
所
綴
代
に
伺
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
所
司
代
は
そ
れ
を
京
都
町
奉
行
に
下
げ
渡
し

て
調
査
さ
せ
た
。
②
（
「
御
拳
場
」
で
の
事
件
は
）
勘
定
奉
行
に
お
い
て
吟
味
し
た
う
え
で
処
理
す
る
こ
と
が
ら
な
の
で
、
所
司
代
よ
り
江
戸
（
の

老
中
）
へ
伝
達
す
る
か
、
ま
た
は
、
自
ら
が
勘
定
奉
行
に
連
絡
す
べ
き
か
と
町
奉
行
が
伺
っ
た
の
に
対
し
、
所
司
代
は
、
町
奉
行
よ
り
勘
定
奉

行
へ
連
絡
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
③
そ
こ
で
、
町
奉
行
は
、
勘
定
奉
行
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
同
奉
行
よ
り
返
事
が
あ
っ
た
の
で
、
所
罪
代
へ

伺
っ
た
う
え
で
、
行
倒
の
死
骸
を
取
り
置
く
よ
う
鉄
炮
奉
行
木
村
に
伝
え
た
。
な
お
、
「
御
拳
玉
」
は
、
将
軍
が
鷹
狩
を
す
る
場
所
と
し
て
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

戸
周
辺
に
設
定
さ
れ
た
特
別
な
区
域
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
伏
見
奉
行
な
ど
の
地
域
支
配
を
担
当
す
る
役
人
で
は
な
く
、
二
条
鉄
炮
奉
行
と
い
う
二
条
城
を
守
衛
す
る
役
人
、
し
か
も
、

上
方
の
み
な
ら
ず
、
武
蔵
と
い
う
関
東
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
所
司
代
は
京
都
町
奉
行
に
諮
問
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
章
で
み
た
よ

う
に
、
所
罰
代
は
京
都
を
中
心
と
す
る
幕
府
機
構
の
総
責
任
者
と
し
て
、
地
域
支
配
・
朝
廷
統
制
・
二
条
城
守
衛
の
三
つ
の
分
野
に
わ
た
り
、

役
人
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
業
務
を
統
括
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
京
都
町
奉
行
は
、
自
ら
の
素
馨
す
る
範
囲
だ
け
で
な
く
、
伏
見
奉
行
の

支
配
す
る
地
域
、
二
条
城
の
役
人
に
関
す
る
問
題
な
ど
、
所
司
代
が
対
象
と
す
る
分
野
の
全
般
に
わ
た
っ
て
調
査
・
審
議
し
、
そ
の
職
務
を
支

え
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
大
坂
城
代
の
管
理
す
る
訴
状
箱

　
つ
づ
い
て
、
大
坂
城
代
の
場
合
は
ど
う
か
。
享
保
改
革
に
お
け
る
政
策
の
な
か
で
も
著
名
な
訴
状
箱
（
闘
安
箱
）
に
つ
い
て
、
大
平
祐
一
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
以
下
の
四
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
①
江
戸
の
評
定
所
と
京
都
・
大
坂
の
月
番
町
奉
行
所
の
前
に
毎
月
三
雲
、
訴
状
箱
が
設
置
さ
れ
、
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住
民
は
そ
こ
に
訴
状
を
投
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
②
こ
れ
ら
三
都
の
奉
行
は
、
投
入
さ
れ
た
訴
状
を
自
ら
開
披
・
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
訴
状
箱
を
施
錠
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
、
訴
状
を
封
の
ま
ま
将
軍
・
老
中
や
所
盛
代
・
大
坂
城
代
に
提
出
し
た
。
③
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
、

上
箱
・
内
箱
の
二
つ
か
ら
な
る
訴
状
箱
を
奉
行
所
の
前
に
設
置
し
、
そ
れ
を
開
く
こ
と
な
く
提
出
す
る
の
に
対
し
て
、
所
司
代
や
城
代
は
内
箱

の
鍵
を
管
理
し
、
訴
状
箱
を
開
い
て
中
身
を
点
検
し
た
。
④
所
司
代
と
城
代
は
、
差
二
人
の
名
前
が
な
い
訴
状
は
焼
き
捨
て
る
こ
と
と
し
、
名

前
の
あ
る
訴
状
は
、
内
容
を
検
討
し
た
う
え
で
処
理
し
、
場
合
に
よ
り
、
そ
れ
を
江
戸
に
送
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
状
箱
と
は
、
評
定
所
の

三
奉
行
や
京
都
・
大
坂
町
奉
行
と
い
っ
た
地
域
支
配
の
実
務
を
担
当
す
る
奉
行
に
判
断
・
処
理
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
老
申
や
所
司
代
・
大
坂
城

代
な
ど
、
そ
れ
ら
の
実
務
奉
行
を
指
揮
監
督
す
る
上
司
の
役
人
（
お
よ
び
将
軍
）
が
住
民
の
訴
願
や
意
見
を
直
接
受
理
・
把
握
す
る
制
度
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
坂
城
代
牧
野
弓
長
の
公
用
人
が
ま
と
め
た
史
料
の
一
条
に
は
「
焼
捨
訴
状
之
儀
、
親
御
奉
行
様
江
内
々
二
而
為
御
見
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

成
、
思
召
ヲ
も
御
聞
被
成
候
葡
御
取
斗
被
成
候
方
宜
敷
来
由
」
と
あ
る
。
す
で
に
大
平
氏
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
史
料
を
引
用
し
、
⑤
大
坂

城
代
が
、
自
ら
管
理
す
る
訴
状
箱
に
投
入
さ
れ
た
訴
状
を
焼
き
捨
て
る
際
、
そ
れ
を
町
奉
行
へ
内
々
に
見
せ
、
意
見
を
聞
い
た
う
え
で
処
理
し

た
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
坂
町
奉
行
が
本
来
担
嘉
し
な
い
問
題
に
つ
い
て
も
、
城
代
は
意
見
を
求
め
て
お
り
、
両
者
の
閥
に
は
所
周

代
・
京
都
町
奉
行
と
同
様
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
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第
　
　
舗
　
所
司
代
・
大
坂
城
代
の
不
在

（
1
＞
　
京
都
・
大
坂
に
お
け
る
宿
次

　
と
こ
ろ
で
、
幕
府
公
用
の
通
信
・
輸
送
制
度
と
し
て
、
文
書
の
入
っ
た
状
箱
（
「
御
状
箱
」
）
や
各
種
の
荷
物
（
「
御
用
物
獄
）
を
宿
駅
の
人
馬
で

継
ぎ
送
る
宿
次
（
継
飛
脚
）
は
、
遠
隔
地
間
で
情
報
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
役
人
相
互
の
意
思
を
疎
通
し
、
幕
府
の
全
国
支
配
に
お
い
て
き

わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
宿
次
を
利
用
す
る
に
は
、
①
将
軍
の
朱
印
状
、
ま
た
は
、
②
江
戸
の
老
中
や
長
崎
奉
行
な
ど
特
定
の
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幕
府
役
人
に
よ
る
宿
次
証
文
が
必
要
で
あ
る
が
、
上
方
に
お
い
て
は
基
本
的
に
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
の
み
が
自
ら
の
名
義
で
証
文
を
発
給
す

　
　
　
　
　
　
⑦

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
所
司
代
と
城
代
は
、
宿
次
を
独
占
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
上
方
役
人
と
江
戸
な
ど
外
部
の
役
人
と
の
や
り
と

り
を
伸
介
・
把
握
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
上
方
に
お
け
る
宿
次
は
、
所
司
代
や
大
坂
城
代
に
固
有
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
場
面

で
は
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
も
そ
れ
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。

　
享
和
元
～
文
化
三
年
（
一
八
〇
一
～
六
）
ご
ろ
に
大
坂
町
奉
行
所
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
の
一
条
に
は
「
江
戸
或
長
崎
参
宿
次
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
坂
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

箱
到
来
候
得
者
、
（
中
略
）
使
者
二
而
御
城
代
江
可
溶
候
篇
と
あ
り
、
江
声
や
長
崎
か
ら
宿
次
で
状
箱
が
到
着
し
た
際
、
町
奉
行
は
使
者
に
よ

っ
て
そ
れ
を
城
代
へ
届
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
高
氏
が
大
坂
城
代
松
平
康
福
の
公
用
人
が
ま
と
め
た
史
料
、
藪
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

氏
が
同
西
町
奉
行
新
見
正
路
の
日
記
に
よ
り
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
一
条
に
は
「
江
戸
表
・
畏
崎
等
江
宿
次
状
箱

　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

差
出
候
節
蕾
、
御
城
代
6
状
箱
被
遣
次
第
、
（
中
略
）
江
戸
者
継
飛
脚
、
長
崎
者
船
惣
代
盛
相
渡
、
早
々
雌
鶏
候
様
被
申
、
野
趣
留
書
可
被
畠

事
」
と
あ
り
、
江
戸
や
長
崎
へ
宿
次
で
状
箱
を
発
送
す
る
際
、
大
坂
町
奉
行
は
、
城
代
よ
り
届
き
次
第
、
江
戸
の
場
合
は
継
飛
脚
、
長
崎
の
場

合
は
（
継
船
の
V
組
割
代
に
そ
れ
を
渡
し
、
早
速
発
送
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
大
坂
城
代
は
宿
次
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
状
箱
を
管
理
し
た
が
、
江
戸
や
長
崎
な
ど
の
外
部
か
ら
状
箱
を
受
け
取
っ
た
り
、
外
部
に
対
し
て
状
箱
を
送
る
場
合
に
は
、

町
奉
行
が
そ
の
実
務
を
担
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
他
方
、
寛
政
一
〇
～
享
和
二
年
（
一
七
九
八
～
～
八
9
ご
ご
ろ
に
京
都
町
奉
行
所
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
の
～
節
に
は
、
宿
次
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
司
代
公
用
入
）

送
る
べ
き
「
御
用
物
」
に
つ
い
て
、
「
定
職
人
身
支
度
申
付
偏
「
支
度
出
来
之
旨
申
来
候
得
者
、
二
条
用
人
江
申
遣
、
宿
次
立
申
来
夏
得
者
、
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邦
明
、
京
都
代
窟
）
⑩

職
人
へ
申
渡
ス
、
但
、
熊
谷
へ
も
申
渡
ス
」
「
小
　
　
　
堀
手
代
人
足
之
義
申
付
扁
「
御
用
物
御
差
立
之
上
、
二
条
用
人
へ
被
佛
遣
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
所
司
代
が
宿
次
で
荷
物
を
送
る
際
、
京
都
町
奉
行
は
、
①
（
偉
物
を
入
れ
る
箱
な
ど
の
）
準
備
を
定
職
人
に
命
じ
、
準
備
の
で
き
た

旨
が
知
ら
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
所
司
代
公
用
人
に
伝
え
る
。
②
同
公
用
人
よ
り
宿
次
を
発
送
す
る
旨
が
知
ら
さ
れ
る
と
、
（
荷
物
を
準
備
し
た
）

定
職
人
や
（
伝
馬
を
手
配
す
る
）
馬
借
の
熊
谷
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
京
都
代
官
小
堀
邦
明
の
手
代
に
人
足
を
手
配
す
る
よ
う
命
じ
る
。
③
宿
次

aog （743）



に
よ
り
荷
物
を
発
送
し
た
う
え
で
、
そ
の
旨
を
公
用
人
に
報
告
す
る
。
以
上
の
過
程
か
ら
は
、
大
坂
の
場
合
と
受
払
、
所
司
代
が
宿
次
を
利
用

す
る
際
に
、
京
都
町
奉
行
が
荷
物
の
準
備
や
入
馬
の
手
配
な
ど
の
実
務
を
担
当
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
所
司
代
と
大
坂
城
代
は
、
宿
次
に

関
す
る
権
限
を
有
す
る
一
方
、
爾
町
奉
行
の
実
務
能
力
に
依
存
す
る
こ
と
で
、
江
戸
な
ど
の
遠
隔
地
と
文
書
や
荷
物
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

llO　（744）

（
2
）
　
所
司
代
の
不
在

　
上
方
に
お
い
て
は
基
本
的
に
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
の
み
が
証
文
を
発
給
し
、
宿
次
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
司

代
や
城
代
は
一
人
制
の
役
人
で
あ
り
、
参
府
な
ど
で
し
ば
し
ば
任
地
を
不
在
に
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
宿
次
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
寛

政
元
年
（
一
七
八
九
）
三
月
、
所
司
代
松
平
乗
完
が
参
府
す
る
に
あ
た
っ
て
、
京
都
西
町
奉
行
所
与
力
は
同
奉
行
に
対
し
、
所
司
代
が
在
府
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
業
務
に
関
す
る
二
六
力
条
の
「
御
在
府
中
取
斗
方
書
取
」
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
第
一
〇
・
一
七
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
門
史
料
3
】

　
　
（
第
一
〇
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
司
代
）

　
　
　
一
　
　
、
宿
次
御
差
立
之
節
者
、
其
品
々
相
極
候
上
、
右
　
　
御
印
紙
二
相
認
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
陽
奉
行
）

　
　
但
、
所
司
代
欠
之
節
者
、
両
御
頭
方
御
印
二
爾
御
差
立
之
事

　
　
（
第
一
七
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
罵
代
公
用
入
）

　
　
　
一
　
　
、
宮
方
・
堂
上
方
台
被
進
物
三
山
向
等
御
座
候
誉
者
、
所
司
代
御
留
守
宅
へ
被
参
、
御
留
守
用
　
　
　
人
よ
り
右
上
済
候
段
申

　
来
、
（
中
略
）
　
一
両
騒
中
宿
次
二
御
上
ケ
被
成
候
、
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
町
奉
行
所
）

　
　
但
、
所
司
代
欠
之
節
者
、
御
　
役
　
所
行
向
等
御
座
候
事

　
は
じ
め
に
、
第
一
〇
条
で
は
、
所
司
代
が
在
府
中
、
宿
次
を
発
送
す
る
際
に
は
、
京
都
町
奉
行
が
品
目
を
決
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
内
容
を

所
司
代
の
印
が
あ
る
証
文
の
用
紙
に
記
入
す
る
。
た
だ
し
、
所
司
代
が
欠
員
の
場
合
は
、
「
両
御
頭
方
」
一
東
西
の
町
奉
行
が
連
印
し
た
証
文

で
宿
次
を
発
送
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
人
制
の
所
司
代
が
参
府
や
欠
員
な
ど
で
不
在
の
際
、
二
人
制
の
京
都
町
奉
行
が
代
行
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す
る
こ
と
で
、
宿
次
証
文
に
関
す
る
業
務
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
所
司
代
の
在
府
中
に
、
町
奉
行
が
所
司
代
の
名

義
に
よ
る
証
文
の
用
紙
を
使
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
た
と
え
京
都
に
不
在
で
あ
っ
て
も
、
役
職
に
在
任
し
て
い
る
限
り
、
宿
次
証
文
を
発
給
す
る

権
限
は
あ
く
ま
で
所
司
代
に
帰
属
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
他
方
、
所
司
代
が
欠
員
の
場
合
に
は
、
役
職
自
体
が
空
席
と
な
り
、
前
任
者
の

用
紙
が
使
え
な
い
た
め
、
京
都
町
奉
行
は
自
ら
の
名
義
で
宿
次
証
文
を
発
給
し
て
い
た
。

　
つ
ぎ
に
、
第
一
七
条
で
は
、
所
司
代
が
在
府
申
、
宮
方
や
堂
上
方
は
進
物
・
訪
問
な
ど
を
す
る
際
に
所
司
代
の
留
守
宅
へ
赴
く
の
で
、
そ
の

公
用
人
よ
り
連
絡
が
あ
り
次
第
、
一
両
日
中
に
京
都
町
奉
行
が
宿
次
で
「
御
上
ケ
」
“
江
戸
に
発
送
す
る
。
た
だ
し
、
所
司
代
が
欠
員
の
場
合

に
は
、
宮
方
や
堂
上
方
が
町
奉
行
所
へ
訪
問
な
ど
を
す
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
宿
次
の
よ
う
な
所
司
代
に
固
有
の
業
務
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宮

方
・
堂
上
方
に
よ
る
進
物
や
訪
問
と
い
っ
た
朝
廷
に
関
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
京
都
町
奉
行
が
所
司
代
を
代
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
そ
の
際
、
禁
裏
付
と
の
共
同
で
な
く
、
町
奉
行
の
単
独
で
な
さ
れ
た
点
は
注
霞
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
前
章
で
み
た
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
七
月
二
一
日
、
京
都
東
町
奉
行
馬
場
尚
繁
が
提
出
し
た
起
盗
聴
の
第
二
条
に
は
「
禁
中
方

御
用
之
儀
、
疎
略
不
仕
、
心
象
及
程
入
念
沙
汰
可
仕
事
」
と
あ
り
、
町
奉
行
は
、
朝
廷
に
関
す
る
業
務
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
入
念
に
実
施
す

べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
寛
政
元
年
九
月
＝
日
に
お
け
る
京
都
東
町
奉
行
菅
沼
定
喜
の
起
請
文
第
三
条
で
も
確
認
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寛
政
元
年
八
月
＝
日
に
お
け
る
禁
裏
付
有
田
貞
勝
の
起
請
文
や
、
前
章
で
と
り
あ
げ
た
禁
裏
鞘
あ
て
の
二
通
の
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

印
状
な
ど
に
は
、
朝
廷
統
制
の
内
容
が
列
挙
さ
れ
る
も
の
の
、
地
域
支
配
に
関
す
る
箇
条
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、

一
人
制
の
長
官
で
あ
る
所
司
代
の
も
と
に
は
、
京
都
町
奉
行
・
禁
裏
付
と
い
う
二
人
制
を
と
る
二
つ
の
役
人
が
合
議
体
を
構
成
し
た
が
、
実
際

の
と
こ
ろ
、
両
者
の
役
割
は
対
等
で
な
く
、
所
司
代
に
固
有
の
業
務
や
朝
廷
に
関
す
る
こ
と
が
ら
を
含
め
、
町
奉
行
の
方
が
中
心
と
な
っ
て
所

司
代
の
職
務
全
般
を
支
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
3
）
　
大
坂
城
代
の
不
在

　
そ
れ
で
は
、
大
坂
城
代
が
不
在
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
八
月
に
就
任
し
た
大
坂
城
代
松
平
康
任
の
家
来
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
　
）

と
め
る
史
料
の
一
条
に
は
門
塗
壁
　
墨
斑
参
府
之
節
御
旅
中
心
得
篇
と
し
て
、
「
宿
次
御
証
文
御
請
取
置
被
成
度
醸
、
町
御
奉
行
6
被
髪
上
候

　
　
（
大
坂
城
代
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
坂
）
　
（
同
）

付
、
御
名
舞
働
網
認
、
御
渡
有
之
、
尤
百
三
拾
枚
目
倶
、
御
転
役
之
儀
、
大
坂
在
勤
御
方
御
承
知
已
後
ハ
、
御
定
番
・
町
奉
行
御
連
名
之
認
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

文
二
而
被
差
出
里
雪
」
と
あ
る
。
大
坂
城
代
が
江
戸
の
指
示
で
参
府
す
る
際
、
町
奉
行
の
要
請
に
よ
り
、
自
ら
の
名
前
と
印
の
み
を
記
し
た
宿

次
証
文
の
用
紙
一
三
〇
枚
を
渡
す
。
た
だ
し
、
城
代
が
転
任
し
た
こ
と
を
大
坂
に
在
勤
す
る
幕
府
役
人
が
承
知
し
て
以
降
は
、
定
番
と
町
奉
行

の
連
名
に
よ
る
証
文
で
宿
次
を
発
送
す
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
京
都
の
場
合
と
隅
様
に
、
①
　
人
制
の
大
坂
城
代
が
参
府
や
転
任
で
不
在

の
際
、
二
人
制
の
町
奉
行
が
宿
次
証
文
に
関
す
る
業
務
を
担
当
し
た
こ
と
、
②
城
代
が
参
府
す
る
際
に
は
、
町
奉
行
が
城
代
の
名
義
に
よ
る
証

文
の
用
紙
を
受
け
と
っ
て
お
り
、
役
職
に
在
任
す
る
限
り
、
城
代
本
人
が
宿
次
証
文
を
発
給
す
る
権
限
を
有
し
た
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
え
る
。

他
方
、
大
坂
城
代
が
転
出
し
、
そ
の
用
紙
が
使
え
な
い
場
合
に
は
、
町
奉
行
が
単
独
で
な
く
、
定
番
と
共
岡
で
宿
次
証
文
を
発
給
し
て
い
た
。

な
お
、
野
高
氏
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
ご
ろ
に
大
坂
町
奉
行
所
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
の
一
条
に
よ
り
、
元
文
五
年
（
一
七
閾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

○
）
以
降
、
城
代
の
留
守
中
に
町
奉
行
と
定
番
が
連
名
で
宿
次
証
文
を
発
給
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
で
の
事
例
に
よ
る
と
、
そ
れ
は

城
代
の
不
在
～
般
で
な
く
、
転
任
（
あ
る
い
は
欠
員
）
蒔
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
ま
た
、
さ
き
に
み
た
享
和
元
～
文
化
三
年
（
一
八
〇
一
～
六
）
ご
ろ
の
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
史
料
の
う
ち
宿
次
に
關
す
る
別
の
一
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
穴
　
坂
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醐
　
）

江
芦
や
長
崎
よ
り
到
着
し
た
状
箱
に
つ
い
て
「
御
城
代
参
府
之
内
者
、
月
番
之
御
定
番
江
状
箱
差
遣
候
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
政
八
年
に
就

任
し
た
大
坂
城
代
水
野
忠
邦
の
家
来
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
る
史
料
の
一
節
に
は
、
老
中
や
所
司
代
・
長
崎
奉
行
と
や
り
と
り
し
た
文
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）
　
　
　
　
　
（
　
醗
　
）

留
め
る
「
奉
書
・
御
製
言
上
留
」
「
京
都
・
長
崎
来
返
翰
留
一
な
ど
の
緩
面
に
つ
い
て
、
「
御
城
代
明
中
山
御
定
上
江
引
送
相
成
、
（
中
略
）
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

御
城
代
御
着
坂
之
上
、
御
定
番
6
御
引
送
二
相
成
扁
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
大
坂
城
代
が
参
府
や
入
明
中
」
封
欠
員
の
際
、
町
奉
行
の

も
と
に
到
着
し
た
宿
次
の
状
箱
や
そ
の
文
書
の
留
帳
は
、
町
奉
行
自
身
で
な
く
、
（
月
番
の
）
定
番
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

1／2 （746）
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
訴
状
箱
で
も
確
認
さ
れ
る
。
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
〉
一
二
月
、
大
坂
城
代
松
平
康
福
は
参
府
す
る
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
り
、
「
、
訴
状
箱
」
の
「
内
箱
之
鍵
」
を
定
番
に
引
き
渡
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
享
和
二
年
一
〇
月
に
就
任
し
た
所
司
代
青
山
患
裕
の
公
用
人

に
対
し
・
京
欝
奉
行
は
「
訴
状
箱
内
箱
演
舞
先
需
熟
耀
、
難
饗
御
渡
置
被
成
諮
問
轟
二
返
上
仕
墜
と
述
べ
て
お
勉
所

司
代
が
前
任
の
土
井
利
厚
よ
り
青
山
に
交
代
す
る
問
、
町
奉
行
は
訴
状
箱
の
内
箱
の
鍵
を
預
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
岡
じ
訴
状
箱
の
鍵
に

つ
い
て
も
、
所
言
替
が
不
在
の
際
は
、
箱
を
設
置
し
た
京
都
町
奉
行
が
慮
ら
管
理
す
る
の
に
対
し
、
大
坂
城
代
が
不
在
と
な
る
場
合
に
は
、
こ

の
制
度
に
直
接
関
与
し
な
い
定
番
が
管
理
し
て
お
り
、
両
蓄
の
違
い
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
二
人
制
の
町

奉
行
と
定
番
が
、
長
官
た
る
城
代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
京
都
の
場
合
と
同
様
、
一
人
制
の
城
代
が
不
在
の
際
に
そ
の
職

務
を
代
行
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の
機
構
が
安
定
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
坂
定
番
が
町
奉
行
以
上
に
積
極
的
な
役
割
を
果

た
す
点
は
、
町
奉
行
が
主
導
的
な
位
置
に
あ
っ
た
京
都
の
場
合
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
①
「
江
戸
表
京
都
所
司
代
黒
地
御
奉
行
よ
り
被
仰
出
書
諸
留
欝
欝
」
（
京
都
府
立
総
　

⑦
「
蓑
駅
弁
覧
」
児
玉
幸
多
校
訂
『
近
世
交
通
史
料
集
十
道
中
方
秘
書
・
五

　
　
合
資
料
館
所
蔵
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駅
弁
覧
・
御
触
御
轡
付
留
・
他
臨
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
、
一
一
三
四
～
七
頁
。

②
離
開
拙
稿
「
近
世
中
後
期
幕
府
の
上
方
支
配
」
。
な
お
、
嘉
永
四
年
（
…
八
五

　
一
）
に
就
猛
し
た
研
司
代
脇
坂
安
宅
の
公
用
入
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
る
史
料

の
秦
に
は
「
伏
見
奉
行
桑
良
奉
行
裁
瀬
6
諸
伺
●
御
仕
遣
伺
轡
有
之
・
先

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ゑ
　
　
ゆ
い

　
例
相
分
り
兼
候
義
、
町
奉
行
江
尋
盛
儀
も
い
た
し
候
阜
偏
（
「
平
安
索
例
抄
」
神
宮

　
文
庫
所
蔵
）
と
あ
り
、
①
伏
見
・
奈
良
奉
行
（
や
大
津
代
官
）
は
所
懲
代
に
規
し
、

　
仕
置
の
み
な
ら
ず
、
各
種
の
偲
書
を
提
繊
し
た
こ
と
、
②
所
司
代
は
、
そ
れ
ら
の

　
先
例
が
わ
か
ら
な
い
場
合
、
京
都
町
奉
行
に
諮
問
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

③
門
公
事
方
壁
轡
」
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
。

⑧
門
鷹
場
扁
『
国
史
大
辞
典
撫
。

⑤
大
平
祐
一
胆
嚢
安
箱
の
研
究
』
置
文
社
、
二
〇
Ω
エ
、
㎝
二
～
七
、
＝
六
～

　
八
頁
。

⑥
　
前
掲
「
公
用
方
聞
合
轡
偏
。

⑧
桑
田
優
「
摂
州
西
官
邸
裁
判
至
要
（
三
と
㎎
八
代
学
院
大
学
経
済
経
営
論

　
集
』
ヨ
ー
二
、
｝
九
八
三
、
二
～
三
頁
。

⑨
前
掲
野
高
「
解
説
」
。
前
掲
藪
醗
論
文
。

⑩
「
証
嶺
用
覚
」
（
京
都
大
学
法
学
部
筋
書
）
。

⑪
　
前
掲
「
証
当
用
覚
扁
。

⑫
寛
保
元
～
延
享
三
年
（
一
七
四
一
～
六
）
に
お
け
る
禁
褻
付
の
起
請
文
案
（
前

　
掲
「
諸
役
誓
詞
前
軍
」
）
も
嗣
様
で
あ
る
。

⑬
「
雑
轡
」
（
前
掲
常
六
国
土
浦
土
麗
家
文
書
）
。

⑭
箭
掲
野
高
門
解
説
」
。

⑮
前
掲
「
摂
州
西
官
邸
裁
判
蓋
要
（
ヨ
と
三
頁
。
「
大
坂
留
扁
（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
。

⑯
門
大
坂
御
城
代
公
用
入
諸
事
留
写
扁
前
掲
欄
大
坂
御
城
代
公
用
入
諸
事
留
轡

　
（
下
）
』
鷲
五
～
六
六
頁
。
な
お
、
宮
本
裕
次
氏
は
、
幕
宋
の
万
延
元
一
二
年
（
｝
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八
六
〇
～
…
）
に
お
け
る
大
坂
京
橋
口
定
番
本
多
忠
郷
の
家
老
の
日
記
に
よ
り
、

城
代
が
不
廠
の
際
、
④
「
宿
次
寄
合
」
が
定
番
の
屋
敷
で
開
か
れ
た
こ
と
、
②
定

番
・
町
奉
行
・
目
付
が
立
ち
会
い
で
（
目
付
の
）
訴
状
箱
を
封
印
し
た
り
、
そ
の

　
中
身
を
改
め
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
（
同
「
解
説
し
大
阪
城
天
守
閣
編
『
大

　
坂
定
番
記
録
（
～
X
二
）
』
大
阪
城
芙
守
閣
、
二
〇
〇
丁
珊
）
。

⑰
「
京
都
留
」
（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
。

1鯵 （748）

第
三
章
　
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
の
関
係

第
一
節
　
伏
見
・
奈
良
奉
行
の
不
在

（
1
）
　
奈
良
奉
行
の
不
在

　
前
章
で
は
、
上
方
の
幕
府
機
構
に
お
け
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
に
つ
い
て
、
所
司
代
や
大
坂
城
代
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し
た
。
す
な
わ

ち
、
①
所
司
代
や
城
代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
す
る
、
②
上
方
に
お
い
て
地
域
支
配
を
担
当
す
る
、
と
い
う
両
々
の
町
奉
行
を
め
ぐ
る
二
つ

の
側
面
の
う
ち
、
前
者
を
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
主
と
し
て
後
者
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
、
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
の

関
係
を
中
心
に
、
両
町
奉
行
の
位
置
や
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
さ
て
、
二
人
制
の
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
、
一
人
制
の
所
司
代
や
大
坂
城
代
が
不
在
の
際
に
、
そ
の
職
務
を
代
行
し
た
。
一
人
制
と
い
う
点

で
は
伏
見
・
奈
良
奉
行
や
堺
奉
行
も
岡
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
不
在
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
享
和
元

年
（
一
八
〇
一
）
五
月
二
日
に
奈
良
奉
行
加
藤
正
脩
が
死
去
す
る
と
、
同
月
二
四
日
、
京
都
町
奉
行
は
所
司
代
に
「
奈
良
奉
行
欠
中
、
右
明
組

与
力
共
上
方
之
儀
、
私
共
申
聞
、
愚
図
仕
秤
皿
格
二
御
座
候
問
、
此
度
も
右
之
騒
騒
心
得
候
様
可
憐
哉
之
旨
相
伺
候
処
、
飼
駆
通
御
下
知
御
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

候
裁
付
、
其
段
右
与
力
共
申
渡
置
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
京
都
町
奉
行
は
、
①
奈
良
奉
行
の
欠
員
申
に
、
与
力
を
指
揮
す
る

な
ど
、
職
務
を
代
行
し
た
こ
と
、
②
そ
の
際
、
上
司
で
あ
る
所
司
代
に
伺
っ
て
承
認
を
受
け
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
奈
良
奉

行
が
欠
員
な
ど
に
よ
り
不
在
と
な
っ
た
事
例
を
具
体
的
に
み
て
い
ぎ
だ
い
。
門
史
料
4
】
は
、
同
じ
事
和
元
年
の
六
月
、
奈
良
奉
行
所
与
力
が



近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

京
都
東
町
奉
行
所
与
力
に
問
い
合
わ
せ
た
も
の
、
四
史
料
5
扇
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
九
月
に
奈
良
奉
行
小
出
有
乗
が
死
去
し
、
翌
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

月
、
同
奉
行
所
与
力
羽
田
半
之
助
が
出
京
し
た
と
こ
ろ
、
京
都
東
町
奉
行
池
田
長
恵
よ
り
渡
さ
れ
た
書
取
で
あ
る
。

　
【
史
料
4
】

　
　
以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
老
和
州
在
町
勢
死
人
有
之
、
身
上
之
も
の
よ
り
死
骸
取
片
付
之
儀
願
出
勝
草
取
墨
取
之
池
州
付
、
先
達
而
相
撃
置
候
処
、
右
見
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豪
良
奉
行
所
与
力
）

　
　
有
無
之
儀
委
細
可
申
上
期
、
此
間
中
条
太
郎
右
衛
門
出
京
之
節
猶
又
御
達
二
五
、
則
取
調
、
以
別
紙
申
平
衝
闘
、
宜
被
蓋
上
可
鼻
下
候
、
（
中
略
）
以
上

　
　
　
　
（
享
湘
元
年
）
　
　
　
　
（
楽
良
奉
行
所
与
力
）

　
　
　
　
六
月
十
B
　
　
　
羽
田
左
源
太
印
（
ほ
か
五
名
略
）

　
　
　
（
京
都
東
町
奉
行
勝
与
力
）

　
　
　
山
田
劔
次
郎
様
（
ほ
か
四
名
略
）

　
【
史
料
5
】

　
　
　
　
　
　
（
有
乗
）
　
　
　
　
　
　
（
　
正
　
子
　
）

　
　
奈
良
奉
行
小
出
遠
江
守
為
跡
役
、
三
浦
甚
五
郎
被
　
仰
付
候
間
、
可
被
得
尊
意
候

　
　
　
　
（
天
明
八
年
）

　
　
　
　
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
平
乗
完
、
所
司
代
）
（
池
田
長
恵
、
京
都
東
町
奉
行
）

　
　
右
之
通
、
以
御
書
付
松
和
泉
守
殿
、
自
　
　
　
　
　
　
　
三
江
軽
艇
渡
撫
付
、
此
旨
四
達
旧
事

　
ま
ず
、
【
史
料
4
】
で
は
、
①
大
和
の
在
方
・
町
方
に
お
い
て
変
死
が
発
生
し
、
親
類
が
死
骸
の
片
付
け
を
願
い
出
た
場
合
の
対
応
に
つ
い

て
、
さ
き
ご
ろ
奈
良
奉
行
所
与
力
が
京
都
町
奉
行
に
伺
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
現
場
を
見
分
し
た
か
ど
う
か
贈
主
に
報
告
す
る
よ
う
、
奈
良
奉
行

所
与
力
中
条
太
郎
右
衛
門
が
出
京
し
た
際
に
指
示
さ
れ
た
。
②
そ
こ
で
、
奈
良
奉
行
所
与
力
は
京
都
東
町
奉
行
所
与
力
に
対
し
、
見
分
に
つ
い

て
調
査
し
た
結
果
を
別
紙
で
報
督
す
る
の
で
、
同
奉
行
に
上
申
す
る
よ
う
願
っ
た
。
な
お
、
六
臼
後
の
脱
着
　
六
日
、
東
町
奉
行
所
与
力
は
奈

良
奉
行
所
与
力
に
対
し
、
「
則
申
聞
候
処
、
御
別
紙
江
夫
々
懸
札
を
以
得
御
意
候
卓
筆
心
得
可
被
成
旨
被
申
候
」
と
し
て
、
東
町
奉
行
に
上
申

し
た
と
こ
ろ
、
別
紙
に
貼
っ
た
付
札
の
通
り
に
心
得
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
旨
を
返
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
門
史
料
5
M
で
は
、
奈
良
奉
行
小
出

の
後
任
と
し
て
三
浦
正
子
が
任
命
さ
れ
た
旨
を
、
所
司
代
松
平
乗
完
が
京
都
東
町
奉
行
池
田
に
知
ら
せ
る
と
、
池
田
は
そ
れ
を
出
京
し
て
い
る

奈
良
奉
行
所
与
力
羽
田
に
伝
え
た
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
①
奈
良
奉
行
が
欠
員
で
不
在
中
、
変
死
の
処
理
な
ど
各
種
の
業
務
に
つ
い
て
同
奉
行
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所
の
与
力
が
伺
う
の
に
対
し
、
京
都
町
奉
行
は
、
配
下
の
与
力
が
伺
っ
た
場
合
と
同
様
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
不
明
な
点
に
つ
い
て
再
調
査

さ
せ
た
う
え
で
、
主
体
的
に
判
断
・
指
示
し
て
い
る
こ
と
、
②
奈
良
奉
行
所
与
力
の
側
も
、
文
書
で
や
り
と
り
す
る
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば

町
奉
行
の
も
と
に
出
勤
し
た
こ
と
、
③
町
奉
行
は
、
奈
良
奉
行
所
与
力
よ
り
の
伺
い
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
所
罰
代
か
ら
の
情
報
を
そ
れ
ら

に
伝
達
し
て
お
り
、
上
司
・
部
下
双
方
と
の
関
係
に
お
い
て
、
奈
良
奉
行
の
職
務
を
代
行
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

（
2
）
　
伏
見
奉
行
の
不
在

　
つ
ぎ
に
、
京
都
町
奉
行
や
奈
良
奉
行
と
同
じ
く
所
司
代
の
指
揮
監
督
を
受
け
た
伏
見
奉
行
に
つ
い
て
み
た
い
。
伏
兇
奉
行
は
、
奈
良
奉
行
と

同
様
の
一
人
制
で
あ
り
、
不
在
の
際
に
は
、
京
都
町
奉
行
が
そ
の
職
務
を
代
行
し
た
。
と
く
に
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
一
二
月
二
〇
日
に
加

納
久
周
が
病
気
で
免
職
さ
れ
て
か
ら
、
蓬
々
年
一
〇
月
二
四
日
に
後
任
の
本
多
政
房
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
三
年
間
は
、
伏
見
奉
行
が
空
席
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
ま
に
お
か
れ
、
町
奉
行
が
長
期
に
わ
た
り
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、
文
化
五
年
、
京
都
東
町
奉
行
森
川
俊
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
伏
見
奉
行
所
与
力
に
次
の
よ
う
な
「
被
仰
渡
書
」
を
与
え
た
。

　
門
史
料
6
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
油
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伏
見
）

　
　
　
一
、
盗
賊
・
其
外
吟
昧
筋
之
儀
、
弥
無
腰
断
念
手
当
致
置
、
召
鳥
葬
ハ
・
、
其
旨
早
速
可
申
翠
雲
、
墨
型
ハ
・
、
其
表
江
罷
時
候
節
々
可
及
吟
味
、
（
後

　
　
略
）

　
　
　
一
、
伏
見
支
配
中
相
変
儀
無
之
趣
者
、
時
々
江
戸
表
江
致
注
進
穴
熊
、
（
中
略
）
万
　
異
変
之
儀
も
有
之
、
薦
々
注
進
二
成
粛
粛
之
義
も
候
ハ
・
、
早
速

　
　
可
申
越
候

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
①
京
都
町
奉
行
は
、
伏
見
奉
行
が
不
在
の
際
、
そ
の
与
力
に
書
面
で
指
示
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
同
奉
行
所
に

赴
き
、
盗
賊
の
吟
味
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
業
務
を
処
理
し
た
こ
と
、
②
平
倉
奉
行
が
任
地
に
在
勤
す
る
場
合
に
は
、
同
奉
行
所
の
内
外
で

発
生
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
以
前
よ
り
江
戸
の
老
中
へ
「
注
進
」
し
て
お
り
、
老
中
は
こ
う
し
た
「
注
進
」
を
通
し
て
遠
国
奉
行
に
よ
る
地
域
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近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

支
配
の
状
況
を
把
握
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
は
、
京
都
町
奉
行
が
伏
見
奉
行
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
奉
行
所
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
奉
行
）

化
六
年
一
〇
月
、
京
都
東
町
奉
行
小
長
谷
政
良
が
伏
晃
奉
行
所
与
力
に
「
御
仕
置
伺
帳
仕
立
方
、
以
来
ハ
岩
盤
京
都
之
振
合
二
無
し
、
鷲
谷
険

相
添
進
達
い
た
し
、
落
着
申
渡
図
上
、
御
届
書
も
致
進
達
候
間
、
誓
書
霊
異
心
得
候
篇
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
岡
八
年
閏
二
月
に
は
、
新
し
く

着
任
し
た
伏
兇
奉
行
本
多
政
房
が
岡
奉
行
所
の
与
力
に
「
鞍
棚
繍
施
御
用
向
之
儀
、
京
都
町
奉
行
支
配
中
主
法
改
正
有
之
処
（
中
略
）
此
度

　
　
　
　
（
択
兇
）

先
々
熟
通
奉
行
被
　
仰
付
壁
付
、
心
得
方
相
帯
、
以
前
之
姿
二
立
戻
り
候
而
者
如
何
二
候
間
、
不
及
置
酒
へ
共
、
此
上
精
々
入
念
桐
勤
候
様
可

致
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
①
伏
見
奉
行
が
不
在
と
な
り
、
そ
の
職
務
を
京
都
町
奉
行
が
代
行
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
仕

置
の
伺
や
届
な
ど
伏
見
奉
行
所
の
業
務
が
町
奉
行
所
の
方
式
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
、
②
後
任
の
伏
見
奉
行
が
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
で
、
結
果

と
し
て
、
同
奉
行
所
の
業
務
に
町
奉
行
所
の
方
式
が
普
及
・
定
着
し
た
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
え
る
。
所
司
代
に
提
畠
さ
れ
た
伺
書
が
京
都
町

奉
行
に
下
げ
渡
さ
れ
、
そ
の
調
査
・
審
議
の
も
と
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
、
所
司
代
が
指
揮
監
督
す
る
奉
行
の
業
務
は
、
町
奉
行
に
よ

っ
て
統
～
・
均
質
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
二
人
制
の
京
都
町
奉
行
が
、
所
司
代
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
伏
見
・
奈
良
奉
行
の

業
務
に
深
く
関
わ
る
と
と
も
に
、
～
人
制
の
伏
見
・
奈
良
奉
行
や
所
旬
代
自
身
が
不
在
の
際
に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
で
、
成
都
を
中
心

と
す
る
幕
府
の
支
配
機
構
は
安
定
的
に
運
営
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　
堺
奉
行
と
大
坂
町
奉
行
の
不
在

（
雀
）
　
堺
奉
行
の
不
在

　
こ
れ
に
対
し
て
、
大
坂
城
代
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
奉
行
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
、
明
鵜
四
年
（
一
七
六
七
）
四
月
、
堺
奉
行
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

部
明
之
が
差
し
控
え
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
大
坂
町
奉
行
が
城
代
に
提
指
し
た
伺
書
の
第
一
・
二
条
で
あ
る
。

　
四
史
料
7
】
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（
繁
｝
条
）
（
勝
比
）

　
　
　
一
　
、
水
谷
信
濃
守
堺
奉
行
之
節
元
文
弐
巳
年
参
府
中
、
百
姓
出
入
裁
許
之
儀
二
付
差
抽
被
仰
付
注
劒
、
（
中
略
）
御
役
所
向
之
義
者
、
参
府
留
守
中
之

　
　
通
取
計
候
由
二
御
座
候
間
、
此
度
之
儀
も
右
之
格
に
准
、
御
胴
日
々
承
り
候
公
事
・
訴
訟
者
、
先
格
之
通
相
曇
霞
、
差
懸
り
候
願
・
訴
訟
等
之
覇
者
、
一

　
　
通
り
与
力
と
も
承
り
飛
上
、
訴
人
召
連
、
私
共
之
内
月
番
御
役
所
江
罷
出
、
様
子
申
聞
次
第
、
世
盛
図
二
様
可
仕
無
二
、
（
後
略
）

　
　
（
第
二
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坂
部
明
之
、
堺
齋
行
）

　
　
　
一
　
、
差
掛
り
候
儀
二
而
、
是
又
土
　
佐
　
　
守
6
相
懸
、
御
湿
図
請
、
取
計
候
類
濫
掘
者
、
土
佐
守
組
与
力
と
も
申
出
候
趣
を
以
相
愛
候
上
、
私
共
参

　
　
相
伺
候
様
可
仕
哉

　
こ
こ
で
は
、
堺
奉
行
坂
部
が
差
し
控
え
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
奉
行
所
の
業
務
に
つ
き
、
大
坂
町
奉
行
が
次
の
二
点
を
伺
っ
て

い
る
。
①
元
文
二
年
（
～
七
三
七
）
、
堺
奉
行
水
谷
勝
比
が
参
府
中
に
、
百
姓
出
入
の
裁
許
の
こ
と
で
差
し
控
え
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
同
奉
行
所

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
奉
行
が
参
府
で
留
守
中
の
通
り
に
処
理
し
た
。
今
圓
も
こ
の
先
例
に
準
拠
し
、
通
常
受
理
す
る
公
事
・
訴
訟
に
つ
い
て

延
期
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
の
願
や
訴
な
ど
に
つ
い
て
は
、
堺
奉
行
所
の
与
力
が
受
理
し
た
う
え
で
、
訴
訟
人
を
召
し
連
れ
て
月
番
の
町
奉
行

所
に
出
頭
し
、
そ
の
状
況
を
説
明
す
れ
ば
、
町
奉
行
が
指
示
す
る
よ
う
に
す
べ
き
か
。
②
緊
急
の
こ
と
が
ら
で
、
堺
奉
行
坂
部
が
城
代
に
伺
っ

て
処
理
す
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
奉
行
所
の
与
力
が
報
告
す
る
内
容
を
検
討
し
た
う
え
で
、
町
奉
行
よ
り
城
代
に
伺
う
べ
き
か
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坂
部
明
之
、
堺
奉
行
）

お
、
こ
の
二
点
に
つ
き
、
大
坂
城
代
は
付
札
で
「
土
　
佐
　
謄
写
拍
中
之
儀
、
書
面
之
通
被
相
心
得
」
と
し
て
、
伺
い
の
通
り
に
す
る
よ
う

指
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
坂
町
奉
行
は
、
①
堺
奉
行
が
、
差
し
控
え
の
よ
う
な
非
常
の
事
態
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
通
常
の
参
府
で
不

在
と
な
る
場
合
に
も
、
同
奉
行
所
の
与
力
を
指
揮
す
る
な
ど
、
職
務
を
代
行
し
た
こ
と
、
②
そ
の
際
、
上
司
で
あ
る
城
代
に
伺
っ
て
承
認
を
得

た
こ
と
、
③
今
回
は
一
時
的
な
差
し
控
え
で
あ
る
た
め
、
通
常
の
公
事
・
訴
訟
な
ど
は
、
堺
奉
行
が
ふ
た
た
び
勤
務
す
る
ま
で
保
留
し
、
緊
急

の
こ
と
が
ら
の
み
を
暫
定
的
に
処
理
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。
ま
た
、
奈
良
奉
行
の
場
合
と
同
様
、
堺
奉
行
が
不
在
の
際
に
も
、
そ
の
与

力
が
大
坂
町
奉
行
の
も
と
へ
出
勤
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
文
化
一
〇
年
（
｝
八
一
三
）
ご
ろ
に
堺
奉
行
所
が
業
務
に
つ
い
て
ま
と
め
た
史
料
で
は
、
与
力
の
堀
山
権
九
郎
に
つ
い
て
「
寛
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
定
、
大
坂
西
町
奉
行
）

十
一
己
未
十
月
廿
三
日
奉
行
明
中
二
付
、
大
坂
月
番
之
奉
行
成
瀬
因
幡
守
、
養
父
堀
山
和
五
郎
子
代
申
付
」
と
あ
り
、
岡
心
の
渡
辺
半
太
夫
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に
つ
い
て
も
電
政
八
丙
辰
二
月
廿
三
日
無
明
キ
中
二
貧
大
坂
月
番
之
奉
鶴
曙
搬
砲
購
蜷
渡
辺
権
詣
ハ
跡
江
抱
入
し
と
あ
紬
・
す
な
わ

ち
、
月
番
の
大
坂
町
奉
行
は
、
堺
奉
行
が
欠
員
の
際
に
、
そ
の
業
務
を
暫
定
的
に
処
理
す
る
だ
け
で
な
く
、
今
後
長
ら
く
勤
務
す
る
こ
と
に
な

る
同
奉
行
所
の
与
力
や
同
心
を
任
命
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
は
、
京
都
町
奉
行
と
同
様
、
一
人
制
の
堺
奉
行
が
不
在

と
な
る
場
合
に
、
そ
の
職
務
全
般
を
代
行
し
た
の
で
あ
る
。

近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

（
2
）
　
大
坂
町
奉
行
の
相
互
補
宛

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
～
人
士
の
伏
見
・
奈
良
奉
行
や
堺
奉
行
が
不
在
と
な
る
場
合
を
み
て
き
た
が
、
二
人
制
で
あ
る
大
坂
町
奉
行
が
不
在

の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
門
表
　
大
坂
町
触
に
お
け
る
奉
行
の
不
在
と
代
行
】
は
、
『
大
阪
市
史
』
の
第
三
と
第
四
上
・
下
に
収
録
さ
れ
る
大
坂
町
奉
行
所
の
「
御
触

及
口
達
」
（
い
わ
ゆ
る
大
坂
町
触
）
の
う
ち
、
奉
行
の
不
在
・
代
行
に
関
す
る
事
例
の
本
文
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
発
令
さ
れ
た
年
月

B
、
不
在
の
奉
行
と
そ
の
理
由
、
代
行
し
た
奉
行
、
騨
大
阪
市
史
』
に
お
け
る
史
料
番
母
、
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
安
政
以
降
の
幕
末

期
は
除
く
）
。
以
下
で
は
、
【
表
】
と
町
触
の
本
文
を
中
心
に
、
大
坂
町
奉
行
の
不
在
や
代
行
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
本
節
に
お
け
る
［
］
内
は

〔
表
】
の
通
し
番
号
を
表
す
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
章
、
大
坂
摂
町
奉
行
）

　
文
化
一
三
年
（
…
八
一
六
）
八
月
二
八
日
間
町
触
【
1
3
］
に
は
門
荒
尾
但
馬
守
様
、
奥
方
今
朝
御
死
去
二
付
、
来
月
十
七
日
三
十
忌
引
被
成

　
　
　
　
　
　
（
紹
芳
、
涌
東
町
奉
行
）

候
、
御
月
番
、
彦
坂
和
泉
守
様
今
日
6
御
助
御
月
番
被
成
御
勤
叡
旨
被
思
出
候
間
、
此
段
承
知
可
有
之
候
」
と
あ
り
、
月
番
で
あ
っ
た
西
町
奉

行
荒
尾
成
章
が
奥
方
の
死
去
に
よ
る
忌
引
き
の
た
め
、
相
役
の
東
町
奉
行
彦
坂
紹
芳
が
「
御
助
」
と
し
て
月
番
を
代
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
は
、
一
方
が
任
地
に
在
勤
し
つ
つ
も
、
恐
引
き
な
ど
で
勤
務
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
相
役
が
月
番
を
一
時
的
に

代
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
門
表
】
を
み
る
と
、
月
番
の
町
奉
行
が
近
親
者
の
死
去
に
よ
る
忌
引
き
や
遠
慮
の
た
め
に
勤
務
で
き
ず
、

相
役
が
そ
れ
を
代
行
し
た
事
例
は
数
多
い
［
5
・
8
・
1
1
～
1
5
・
1
8
・
2
0
・
2
！
・
2
5
・
2
6
・
2
8
・
2
9
・
3
2
］
。
さ
ら
に
、
妻
妾
の
撫
産
に
よ
る
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表　大坂町触における奉行の不在と代行

年 西暦 月 霞 不在の奉行 不在の理由 代行の奉行 史料番号

1 元文5 17嘆0 4 4 束・稲垣種信／

ｼ・依々底意
役儀召放／逼塞 堺・水谷勝比 触174ユ

2 寛保2 ユ742 2 13 東・松浦信正 高野山普請（見分） 西・佐々成意 達481

3 寛延3 1750 2 16 礪・久松定郷 参府 東・小浜隆品 補触106

4 宝暦7 1757 8 14
東・細井勝景／

c・桜井政敵

役召放・小普請入・逼

ﾇ／同
堺・池田乱倫

触2282、

B554・5
5 宝暦8 ユ758 6 14 東・岡部元良 息女遠去 西・興津忠通 聡達86

6 宝麿1崔 ユ76塁 4 4 西・興津忠通 御用掛り 東・鵜殿長門 補触120

7 寛政4 1792 5 29 東・坂部広高 不快・引込 酒・松平貴強 補触144

8 寛政9 1797 8 2 東・山口直清 患女死去・引篭 西・成瀬正定 補達334

9 寛政10 1798 11 3 東・水野忠通 産種・引篭 西・成瀬正定 補達343

10 文化嘆 1807 4 17 西・佐久間信近 灘議・引篭 東・平賀貞愛 聡達403

11 文化6 1809 2 11 薦・斎藤利道 息女死ま 東・平賀貞愛 聡達408

12 文化10 1813 3 1 西・斎藤利道 従弟隠居死去・遠慮 東・平賀貞愛 補懲23

13 文化13 1816 8 28 爾・荒尾成章 奥方順順・忌引 東・彦坂紹芳 補達440

14 文政7 1824 7 14 西・内藤矩佳 実母死去・忌服 東・高井実徳 補達473

15 文政7 1824 8 5 東・高井実徳 妾死去・繊生・遠慮 （東の壱入勤） 補達474

16 文致13 i830 6 28 策・高井正徳 不快 西・新児正路 聡達505

17 文政13 1830 7 28 東・高井暴論 不快 酒・萄混正路 補達506

18 文政13 1830 8 21 西・新見正路 実慨家女死ま・忌中 （西の壱人勤〉 違ユ670

19 天保2 ユ831 4 28 西・薪見正路 不快 東・蕾根次孝 補達514

20 天保2 1831 9 7 東・瞥根次孝 養母方叔母死去・忌中 （東の縞入勤） 達170嘆

21 天保3 ユ832 1 27 西・久世広正 父実方伯母死去・恐服 東・無根次孝 補達524

22 天保3 1832 1 28 東・曽根次清 不快 西・久世広正 補達525

23 天保4 1833 2 23 西・久世広正 奥方繊魔・塵穣 束・戸塚忠栄 補達533

24 天保5 1834 6 ユ9 東・無塚忠栄 参府 西・矢部定謙 補達545

25 天保！0 ！839 4 18 東・跡部良弼 娘死虫・遼慮 西・堀瀦堅 補達603

26 天保12 ユ841 12 28 西・阿部正蔵 叔母死去・忌服 東・徳山秀起 聡達626

27 天保14 1843 1 24 西・阿部正蔵 参府 東・水野忠一 補達6崔7

28 天保14 1843 閏9 24 懲・久須美祐明 奥方死去・忌服 東・水野忠一 補達680

29 弘化3 18喋6 7 24 東・水野忠一 娘死去・遠慮 西・永井尚徳 達2181

30 嘉永3 ユ850 4 28 西・中野長風 不快 東・柴田康直 補達767

3ユ 嘉永4 1851 2 晦 東・懸盤康直 不快 薩・本多安英 補達780

32 嘉永6 1853 7 6 西・石谷二二
父之実方叔父死去・忌 束・佐々木特

ｭ 此上813

注：『大阪市史嚢第三と錆四上・下による（安政以降の幕末期は除く）。史料番号は罫大販市史」のもの。東は大坂

　東際奉行、西は擬西町奉行、堺は堺奉行をそれぞれ表す。
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近世中後期上方の幕麿機構と京都・大坂町奉行（小倉）

産
微
の
場
合
［
9
・
！
0
・
2
3
］
や
、
月
番
の
奉
行
本
人
が
不
快
で
あ
る
場
合
［
7
・
1
6
・
1
7
・
！
9
・
2
2
・
3
0
・
3
1
］
に
も
、
非
番
の
相
役
が
月

番
を
代
行
し
た
。

　
他
方
、
大
坂
町
奉
行
が
参
府
す
る
場
合
［
3
・
2
4
・
2
7
］
に
は
、
往
復
の
日
数
と
江
戸
で
の
滞
在
日
数
が
重
な
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
任
地

を
不
在
に
し
た
が
、
そ
の
際
の
対
応
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
、
大
坂
蕩
町
奉
行
神
谷
清
俊
が
参
府

　
　
　
　
　
　
　
　
（
守
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
に
際
し
、
「
御
留
主
中
諸
事
取
計
方
勤
方
之
儀
」
に
つ
い
て
、
同
奉
行
所
の
与
力
が
提
出
し
た
伺
書
の
第
～
・
四
条
で
あ
る
。
神
谷
は
付

札
で
「
伺
之
通
可
網
心
得
候
」
と
し
て
、
こ
の
内
容
を
承
認
し
て
い
る
。

　
【
史
料
8
】

　
　
（
第
…
条
）
　
　
　
　
　
　
　
（
大
坂
携
町
雍
行
醗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
棄
町
奉
行
所
）

　
　
　
一
　
、
済
口
井
諸
断
等
当
御
役
所
江
申
出
候
ハ
・
、
東
御
役
所
江
輪
軸
候
様
可
申
渡
候
哉

　
　
（
第
四
条
）
（
大
坂
西
町
奉
行
所
与
力
・
同
心
）

　
　
　
一
　
、
御
　
　
　
組
　
　
　
中
諸
麗
之
儀
、
東
御
役
所
江
申
上
覆
樽
詰
仕
様
哉

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
西
町
奉
行
神
谷
が
参
府
し
て
不
在
の
際
、
岡
奉
行
所
の
外
部
に
お
け
る
住
民
か
ら
の
届
（
断
）
と
内
部
に
お
け
る
与
力
・

同
心
か
ら
の
属
と
の
両
方
が
、
相
役
の
東
町
奉
行
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
入
歯
の
堺
奉
行
が
不
在
の
際
に
は
、
大
坂
町
奉

行
が
そ
の
職
務
を
代
行
し
た
が
、
二
人
制
の
晦
奉
行
は
、
～
方
が
不
在
と
な
る
場
合
で
も
、
他
地
域
の
奉
行
に
よ
ら
ず
、
自
ら
の
内
部
に
お
い

て
桐
互
に
補
完
す
る
こ
と
で
、
奉
行
所
の
運
営
や
地
域
支
配
の
業
務
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
所
司
代
堀
田
正
順
が
周
辺
地
域
を
巡
見
す
る
際
の
案
内
と
し
て
出
張
す
る
た
め
、
寛
政
四
～
六
年
（
一
七
九
二
～
四
）
ご
ろ
に
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
東
町
暴
行
所
与
力
・
同
心
）

東
町
奉
行
が
相
役
の
西
町
奉
行
に
あ
て
た
文
書
の
案
文
に
は
「
留
守
中
差
掛
り
候
御
用
も
御
座
候
ハ
・
、
組
　
之
　
も
　
　
の
よ
り
相
番
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
盛
問
、
宜
御
差
図
可
被
下
命
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
参
府
の
よ
う
に
上
方
を
離
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
大
坂
町
奉
行
と
面
様
、
二

人
制
の
京
都
町
奉
行
は
、
一
方
が
役
所
に
不
在
の
際
に
、
そ
の
漁
舟
が
与
力
・
岡
三
の
指
揮
と
い
っ
た
職
務
を
代
行
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

そ
も
そ
も
幕
府
の
凝
血
奉
行
は
、
江
戸
の
将
軍
の
も
と
で
任
免
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
ま
た
、
在
職
申
で
あ
っ
て
も
数
年
に
一
度
は
参
回

す
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
任
地
を
離
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
二
人
制
に
よ
っ
て
霞
ら
が
不
在
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
他
の
奉
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行
が
不
在
の
際
に
そ
れ
を
代
行
す
る
と
い
う
京
都
・
大
坂
町
奉
行
の
存
在
は
、

と
も
な
っ
て
い
た
。

伏
見
・
奈
良
・
軍
奉
行
が
一
人
制
の
ま
ま
で
存
立
し
う
る
背
景

（
3
）
　
大
坂
町
奉
行
の
「
壱
人
勤
」

　
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
は
、
一
方
が
忌
引
き
な
ど
で
勤
務
で
き
な
い
場
合
や
参
府
で
不
在
と
な
る
場
合
、
梢
役
が
任
地
に
在
勤
し
、
職
務
を

代
行
し
た
。
そ
れ
で
は
、
一
方
の
奉
行
が
勤
務
で
き
な
か
っ
た
り
、
大
坂
に
不
在
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
相
役
も
忌
引
き
な
ど
で
勤
務
で
き
な

い
場
合
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
【
表
】
の
う
ち
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
七
月
一
四
日
の
町
触
［
1
4
］
に
よ
る
と
、
西
町
奉
行
内
藤
矩
佳
は
、
実
母
が
死
去
し
て
「
御
定

式
之
御
忌
服
」
を
受
け
る
た
め
、
閏
八
月
四
日
ま
で
相
役
の
東
町
奉
行
高
井
実
車
が
引
き
続
き
月
番
を
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
井
実
徳
、
大
坂
東
町
奉
行
）

眺
望
八
月
五
日
の
町
触
［
1
5
］
に
は
「
山
　
　
城
　
　
墨
壷
病
気
聖
主
、
養
生
不
相
叶
、
今
申
刻
致
死
耳
管
、
出
生
も
御
座
候
付
、
定
式
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

通
明
後
七
日
迄
三
日
一
致
遠
慮
、
且
又
此
節
山
城
守
壱
人
勤
之
儀
二
付
、
諸
御
用
潮
曇
平
日
導
通
相
心
得
甘
沼
哉
之
段
、
御
城
代
様
へ
被
網
伺

候
処
、
其
通
二
可
致
半
被
詳
聞
候
事
」
と
あ
る
。
東
町
奉
行
高
井
は
、
妾
が
死
去
す
る
と
と
も
に
出
生
も
重
な
り
、
「
定
式
単
三
」
り
三
日
間

の
遠
慮
と
な
っ
た
が
、
（
相
役
の
忌
引
き
に
よ
り
）
「
壱
人
勤
」
で
あ
る
た
め
、
大
坂
城
代
に
伺
っ
た
う
え
で
平
常
通
り
業
務
に
従
事
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
の
う
ち
一
方
が
忌
引
き
で
勤
務
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
網
結
は
、
①
忌
引
き
よ
り
も
軽
い
遠
慮
な
ど

の
事
情
が
あ
っ
て
も
、
同
じ
奉
行
の
内
部
で
代
行
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
他
地
域
の
奉
行
に
頼
る
わ
け
で
も
な
く
、
自
ら

が
そ
の
ま
ま
月
番
を
担
当
し
た
こ
と
、
②
そ
の
際
、
城
代
の
承
認
の
も
と
に
勤
務
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
文
政
一
三
年
八
月
二
一
日
の
町
触
［
1
8
］
に
よ
る
と
、
西
町
奉
行
新
見
正
路
は
、
実
母
が
死
去
し
て
忌
中
と
な
っ
た
が
、
（
相
役
の
東

町
奉
行
高
井
実
徳
が
参
府
し
て
）
「
壱
人
勤
」
で
あ
る
た
め
、
城
代
の
承
認
を
得
て
平
常
通
り
業
務
に
従
事
し
た
。
な
お
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
藪
田
氏
が
新
見
自
身
の
日
記
を
分
析
し
、
大
坂
城
代
が
町
奉
行
の
忌
服
な
ど
に
指
示
を
与
え
る
「
長
官
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
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⑨

し
て
い
る
。
堺
奉
行
が
不
在
の
場
合
と
異
な
り
、
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
は
あ
く
ま
で
自
巴
の
内
部
で
完
結
し
て
お
り
、
両
者
の
位
置
は
明
確

に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
町
奉
行
と
堺
奉
行
の
い
ず
れ
が
不
在
と
な
る
場
合
で
も
、
上
司
で
あ
る
大
坂
城
代
の
把
握
・
承
認
の
も

と
に
勤
務
が
継
続
さ
れ
た
点
は
共
逓
す
る
。

　
さ
ら
に
、
天
保
二
年
（
一
△
丑
）
九
月
七
日
の
町
触
［
2
0
］
に
よ
る
と
、
東
町
奉
行
曽
根
次
孝
は
、
養
母
方
の
叔
母
が
死
去
し
て
忌
中
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
っ
た
が
、
そ
の
際
、
相
役
の
西
町
奉
行
新
見
正
路
が
参
府
中
で
あ
る
と
同
時
に
、
城
代
松
平
信
順
も
江
戸
よ
り
の
旅
申
で
あ
っ
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

「
此
節
壱
人
勤
之
儀
前
付
、
御
用
向
等
平
日
通
之
相
心
得
可
扇
棚
哉
之
段
、
御
定
番
様
方
江
御
達
具
申
候
処
、
其
通
可
被
網
心
得
旨
被
仰
聞
候

事
」
と
し
て
、
定
番
の
同
意
を
求
め
た
う
え
で
勤
務
し
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
大
坂
城
代
が
不
在
の
際
に
、
町
奉
行
と
定
番
が
急
談

し
つ
つ
職
務
を
代
行
し
た
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近世中後期上方の幕府機構と京都・大坂町奉行（小倉）

（
4
）
　
堺
奉
行
に
よ
る
代
行

　
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
は
、
一
方
が
忌
引
き
で
勤
務
で
き
な
か
っ
た
り
、
参
府
で
任
地
に
不
在
の
際
、
そ
の
面
懸
が
遠
慮
や
忌
引
き
と
な
る

場
合
で
も
、
城
代
は
そ
れ
を
免
除
し
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
た
。
そ
れ
で
は
、
東
西
の
町
奉
行
が
と
も
に
不
在
と
な
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
　
町
）

　
【
表
M
の
う
ち
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
八
月
一
三
日
の
町
触
［
4
］
に
は
「
両
弓
奉
行
様
御
参
府
被
成
候
二
付
、
明
十
四
日
6
母
御
奉

　
　
　
（
政
　
倫
）
　
　
（
大
坂
東
町
奉
行
飯
）

行
池
田
筑
後
守
様
、
東
御
番
所
江
御
入
被
成
、
諸
御
用
御
慶
被
成
候
旨
被
仰
渡
候
」
と
あ
り
、
東
西
の
大
坂
町
奉
行
が
と
も
に
参
府
す
る
た
め
、

翌
一
四
B
よ
り
堺
奉
行
池
田
政
倫
が
東
町
奉
行
所
に
入
っ
て
業
務
を
担
当
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
四
日
に
は
、
次
の
よ
う
な

町
触
〔
4
］
が
出
さ
れ
た
。

　
【
史
料
9
】

　
　
　
　
　
　
（
勝
為
、
大
坂
東
町
奉
行
）
（
政
講
、
同
西
町
奉
行
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
坂
）

　
　
　
～
、
今
般
細
井
安
芸
、
守
・
桜
井
丹
後
守
被
為
召
就
出
府
、
我
等
儀
、
大
坂
表
へ
罷
越
、
当
分
町
奉
行
可
相
勤
旨
、
従
江
戸
如
簾
下
候

　
　
右
之
趣
、
三
郷
町
中
可
被
触
者
也
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（
宝
麿
七
年
）
　
　
　
　
　
　
（
池
環
政
倫
、
螺
奉
行
）

　
　
　
丑
八
月
十
四
臼
　
．
　
筑
後

　
こ
こ
で
は
、
堺
奉
行
池
田
が
大
坂
の
町
方
に
対
し
、
東
町
奉
行
細
井
勝
為
と
西
町
奉
行
桜
井
政
甫
が
と
も
に
江
戸
へ
召
還
さ
れ
た
の
で
、
肖

ら
が
大
坂
に
赴
き
、
「
盗
分
扁
の
間
町
奉
行
を
勤
め
る
よ
う
江
戸
（
の
老
中
）
よ
り
命
じ
ら
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
同
月
二
七
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

江
戸
に
お
い
て
細
井
と
桜
井
の
両
者
は
、
新
開
地
の
年
貢
銀
に
関
す
る
不
正
の
か
ど
で
罷
免
の
う
え
小
普
請
入
・
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
、
翌
九
月

三
日
の
町
触
〔
4
］
に
よ
り
、
そ
の
こ
と
は
大
坂
市
中
に
も
知
ら
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
様
の
事
例
と
し
て
、
元
文
五
年
（
　
七
四
〇
）
四
月
四

日
の
町
触
［
1
］
で
は
、
東
町
奉
行
聖
壇
種
信
が
役
儀
召
放
、
西
町
奉
行
佐
々
成
意
が
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
堺
奉
行
水
谷
勝
比
が

　
　
　
（
大
　
坂
）

「
当
分
町
奉
行
相
勤
母
様
二
従
江
一
P
被
笠
付
帯
閲
」
と
し
て
、
や
は
り
江
戸
（
の
老
中
）
の
指
示
で
大
坂
に
移
り
、
「
当
分
」
の
問
町
奉
行
の
職

務
を
代
行
し
て
い
る
。

　
一
人
鯛
の
堺
奉
行
が
不
在
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
二
人
制
の
大
坂
町
奉
行
が
代
行
す
る
が
、
そ
の
際
、
堺
奉
行
所
の
与
力
は
、
書
面
で
指
示

を
求
め
る
か
、
自
ら
町
奉
行
の
も
と
に
娼
早
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
西
の
大
坂
町
奉
行
が
と
も
に
不
在
と
な
る
場
合
に
は
、
堺
奉
行
が
代

行
す
る
よ
う
老
中
よ
り
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
岡
奉
行
の
側
が
大
坂
に
移
動
し
、
町
奉
行
と
堺
奉
行
の
両
方
の
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。

文
書
の
や
り
と
り
が
頻
繁
に
な
さ
れ
た
当
時
の
社
会
状
況
や
飛
脚
業
の
発
達
度
合
い
な
ど
か
ら
す
る
と
、
堺
奉
行
が
本
務
地
で
あ
る
堺
に
在
勤

し
た
ま
ま
大
坂
町
奉
行
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
二
人
鋼
の
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
、
①
所
司
代
や
大
坂
城
代
の
諮
問
に
応
え
た
り
、
宿
次
の
実
務
を
担
当
す
る
と
と

も
に
、
②
一
入
制
の
所
司
代
や
城
代
が
不
在
の
際
に
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
し
た
。
東
西
の
大
坂
町
奉
行
が
と
も
に
不
在
と
な
っ
た
場
合
に
、

堺
奉
行
を
本
務
地
か
ら
引
き
離
し
て
で
も
城
代
の
も
と
に
確
保
し
た
こ
と
は
、
通
常
、
町
奉
行
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
男
望
が
果
た
さ
れ
た
こ
と

を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
大
坂
城
代
か
ら
す
る
と
、
町
奉
行
の
活
動
に
依
拠
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
虜
ら
の
職
務
を
遂
行
し
え

た
と
も
い
え
る
。
近
世
中
後
期
に
お
い
て
、
城
代
が
所
在
す
る
大
坂
（
や
所
司
代
が
所
在
す
る
京
都
）
に
不
在
と
な
る
こ
と
の
少
な
い
二
人
制
の

町
奉
行
を
配
置
し
た
こ
と
は
、
月
番
交
代
に
よ
っ
て
大
規
模
都
市
を
支
配
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
　
藩
掲
「
平
安
索
例
抄
一
。

②
「
律
令
雑
記
築
…
冊
縣
（
奈
良
与
力
橋
本
家
律
令
雑
記
、
京
都
大
学
附
属
図
潜

　
館
窪
窪
）
。
「
荊
方
雑
記
　
一
癖
四
冊
」
（
同
）
。

③
明
謙
徳
翔
実
紀
第
一
編
隔
六
〇
五
、
六
五
七
頁
。
な
お
、
伏
見
御
香
富
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
に
せ
ワ

　
選
三
木
家
の
史
料
に
は
、
文
化
五
年
（
…
八
○
八
）
二
月
二
〇
日
に
「
蔭
地
御
奉

　
行
錺
懲
役
被
仰
付
候
迄
、
京
都
両
町
御
奉
行
御
引
請
被
成
候
段
、
纏
縫
付
候
」
と

　
あ
る
（
「
御
香
宮
…
二
木
家
文
漁
ε
京
都
市
編
噸
史
料
京
都
の
歴
史
3
　
政
治
・
行

　
政
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
、
四
九
五
頁
）
。

④
　
前
掲
「
江
戸
表
京
都
所
潤
代
当
地
御
奉
行
よ
り
虚
語
出
書
諸
陵
帳
写
」
。
以
下
、

　
本
項
の
引
用
は
同
史
料
に
よ
る
。

⑤
野
高
「
公
務
集
」
『
大
阪
の
歴
史
融
増
刊
号
、
…
九
九
八
、
六
三
～
西
頁
。

⑥
「
手
鑑
（
文
化
十
年
）
」
三
浦
周
行
監
修
開
堺
市
史
第
五
巻
資
料
編
第
二
』

お
　
わ
　
り
　
に

　
堺
市
役
所
、
一
九
三
〇
、
二
…
○
⊥
二
寅
。

⑦
前
掲
「
公
務
集
」
六
六
翼
。

⑧
鶴
掲
「
証
当
用
覚
」
。
な
お
、
所
潤
代
脇
坂
安
宅
の
公
用
入
が
ま
と
め
た
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ホ
　
　
　
ガ
　

　
の
　
条
に
は
門
所
司
代
御
外
出
下
節
、
惣
而
町
御
奉
行
御
待
請
・
御
案
内
等
之
御

　
廉
二
而
御
越
二
成
嫉
事
」
（
前
掲
「
平
安
指
導
抄
」
）
と
あ
り
、
所
累
代
が
外
出
す

　
る
際
は
、
基
本
的
に
、
京
都
町
奉
行
が
待
機
や
案
内
と
し
て
出
張
し
た
こ
と
が
わ

　
か
る
。

⑨
前
掲
藪
譲
論
文
。

⑩
『
大
阪
布
史
第
四
上
輪
補
達
画
工
ハ
・
触
細
論
六
三
。

⑪
　
　
『
寛
政
重
修
助
諾
家
識
照
　
籠
耀
十
五
隔
　
｝
七
〇
～
一
掃
貝
。
　
魍
徳
心
柳
川
実
紀
　
第
九
嗣
禰
隔
山
ハ

　
九
二
頁
。

　
本
稿
で
は
、
近
世
中
後
期
、
と
り
わ
け
享
保
改
革
以
降
の
上
方
に
お
い
て
、
①
京
都
と
大
坂
を
二
つ
の
中
心
と
す
る
幕
府
機
構
の
枠
組
み
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
②
天
鯛
を
と
る
役
人
の
代
表
例
と
し
て
、
両
地
に
共
通
し
て
存
在
す
る
町
奉
行
を
主
な
対
象
に
と
り
あ
げ
、
幕

府
機
構
に
お
け
る
演
者
の
位
置
や
役
割
に
つ
い
て
、
庸
司
代
・
大
坂
城
代
と
の
関
係
、
伏
見
・
奈
良
・
堺
奉
行
と
の
関
係
、
の
二
つ
を
軸
に
検

討
し
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ω
　
所
司
代
は
地
域
支
配
・
朝
廷
論
叢
・
二
条
城
守
衛
の
三
つ
、
大
坂
城
代
は
地
域
支
配
・
大
坂
城
守
衛
の
二
つ
の
分
野
に
わ
た
り
、
役
人

　
　
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
業
務
を
統
寵
し
た
。
ま
た
、
京
都
に
お
い
て
は
、
地
域
支
配
を
代
表
す
る
町
奉
行
と
朝
廷
統
制
を
代
表
す
る
禁
裏

　
　
付
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
地
域
支
配
を
代
表
す
る
町
奉
行
と
大
坂
城
守
衛
を
代
表
す
る
定
番
と
い
う
形
で
、
二
人
制
を
と
る
二
つ
の
役
人

　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
鋼
の
長
宮
で
あ
る
所
罰
代
・
城
代
の
も
と
に
合
議
体
を
構
成
し
て
い
た
。
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吻
　
東
西
の
二
人
制
を
と
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
は
、
諮
問
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
東
西
の
共
同
で
調
査
・
審
議
す
る
と
と
も
に
、
宿

　
　
次
に
関
す
る
実
務
を
担
養
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
活
動
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
所
司
代
と
大
坂
城
代
は
自
ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
た
。
ま
た
、
一
人
舗
の
所
司
代
や
城
代
が
不
在
の
際
に
は
、
両
町
奉
行
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
が
、
大
坂
に
お
い
て
は
定
番
も
積

　
　
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　
㈹
　
～
人
離
の
伏
見
・
奈
良
奉
行
や
堺
奉
行
が
不
在
の
際
、
京
都
・
大
坂
町
奉
行
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
で
、
奉
行
所
の
運
営
や
地

　
　
域
支
配
の
業
務
は
継
続
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
人
制
の
両
町
奉
行
は
、
～
方
の
奉
行
が
勤
務
で
き
な
か
っ
た
り
、
任
地
に
不
在
で

　
　
あ
る
場
合
、
他
地
域
の
奉
行
に
よ
ら
ず
、
自
ら
の
内
部
に
お
い
て
相
互
に
補
完
し
た
。
さ
ら
に
、
東
西
の
大
坂
町
奉
行
が
と
も
に
不
在
と

　
　
な
っ
た
場
合
に
は
、
堺
奉
行
を
大
坂
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
城
代
の
も
と
に
実
務
奉
行
が
確
保
さ
れ
た
。

　
な
お
、
本
稿
は
、
憲
章
改
革
以
降
と
い
う
完
成
・
安
定
し
た
段
階
に
お
い
て
、
上
方
の
幕
府
機
構
に
関
す
る
枠
組
み
や
京
都
・
大
坂
町
奉
行

の
位
置
・
役
割
を
二
野
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
機
構
の
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
、
こ
う
し
た
位
置
や

役
割
が
獲
得
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
な
経
緯
を
解
明
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
次
の
課
題
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た

そ
の
際
、
本
稿
の
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
同
改
革
以
前
に
お
け
る
各
段
階
の
状
況
や
性
格
は
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
①
所
司
代
と
大
坂
城
代
の
も
と
に
二
人
制
の
役
人
が
合
議
体
を
構
成
し
た
意
味
、
お
よ
び
、
②
幕
府
機
構

に
お
け
る
京
都
と
大
坂
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
は
じ
め
に
、
①
に
つ
い
て
。
京
都
や
大
坂
の
よ
う
に
大
規
模
な
幕
府
の
機
構
を
管
理
・
運
営
す
る
た
め
に
は
、
役
人
の
全
体
を
と
り
ま
と
め
、

最
終
的
な
判
断
や
決
定
を
下
す
一
人
の
長
官
・
責
任
者
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
人
制
の
長
喜
は
、
①
地
域
支
配
や
番
城
守
衛
・
朝
廷

統
制
と
い
っ
た
幅
広
い
分
野
に
わ
た
り
、
自
ら
が
す
べ
て
の
内
容
を
検
討
し
た
り
、
そ
の
業
務
を
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
②

参
府
や
欠
員
な
ど
の
た
め
任
地
を
不
在
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
①
各
種
の
分
野
に
つ
い
て
、
二
人
制
の
役
人
が
共
同
で
調
査
・

審
議
し
た
り
、
そ
の
実
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
制
の
長
官
は
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
②
二
人
制
の
役
人
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が
、
自
ら
の
内
部
に
お
い
て
相
互
に
補
完
す
る
と
と
も
に
、
一
人
制
の
長
官
（
や
一
人
制
の
役
人
）
が
不
在
と
な
る
場
合
に
そ
の
職
務
を
代
行
す

る
こ
と
で
、
機
構
の
運
営
が
中
断
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
最
終
的
に
は
、
江
戸
の
老
中
（
や
そ
れ
を
通
し
た
将
軍
）
の
指
示
に

し
た
が
う
も
の
の
、
京
都
町
奉
行
と
禁
裏
付
、
大
坂
町
奉
行
と
同
定
番
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
代
表
す
る
二
人
制
の
役
人
が
合
議
体

を
構
成
し
、
そ
の
活
動
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
人
制
の
所
司
代
と
大
坂
城
代
を
二
つ
の
頂
点
と
す
る
上
方
の
幕
府
機
構
は
、
江
戸
か
ら
棺

対
的
に
自
立
し
た
形
で
安
定
的
に
運
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
遠
国
奉
行
の
役
高
が
確
定
さ
れ
た
際
、
京

都
・
大
坂
町
奉
行
の
そ
れ
が
格
段
に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
幕
府
機
構
に
お
け
る
両
者
の
位
置
や
役
割
を
反
映
し
て
い
た
。

　
つ
ぎ
に
、
②
に
つ
い
て
。
文
政
五
年
（
｝
掛
帯
エ
）
二
月
一
五
日
、
老
中
が
連
名
で
大
坂
玉
造
口
定
番
山
口
弘
致
に
あ
て
た
奉
書
に
は
「
大

乱
麟
畷
霧
鰹
番
．
欺
誌
江
被
差
遣
丈
長
．
嚇
撫
麺
叢
．
蠕
奮
所
豊
漁
・
同
輩
被
引
渡
候
」
と
あ
野
球
欝
定
糞
稲
垣
定
淳
よ

り
大
久
保
教
孝
に
交
代
す
る
間
、
そ
の
番
所
や
与
力
・
同
心
は
網
役
の
玉
造
ロ
定
番
山
口
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
世
広
明
、
箭
大
坂
城
代
）

し
て
、
大
坂
城
代
牧
野
貞
長
の
公
用
人
が
ま
と
め
た
史
料
の
一
条
に
は
「
大
坂
諸
御
番
所
之
儀
、
出
　
雲
　
守
　
様
舌
転
役
馬
儀
、
大
坂
江
被

　
　
　
　
　
　
（
大
坂
）
（
牧
野
貞
長
、
大
坂
城
代
）
②

仰
遣
替
得
者
、
御
定
番
様
江
御
受
取
、
（
中
略
）
此
　
方
　
様
斎
日
、
御
定
番
様
6
御
引
渡
し
こ
相
藩
候
事
」
と
あ
り
、
城
代
が
前
任
の
久

世
広
明
か
ら
牧
野
に
交
代
す
る
間
は
、
定
番
が
そ
の
番
所
を
管
理
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
二
人
制
の
大
坂
定
番
は
、
　
方
が
転
任
し
て
不
在

の
際
に
、
相
役
が
番
所
の
管
理
な
ど
の
業
務
を
代
行
す
る
と
と
も
に
、
一
人
制
の
城
代
が
不
在
の
場
合
に
も
そ
れ
を
代
行
す
る
こ
と
で
、
大
坂

城
の
守
衛
に
空
白
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
大
坂
町
奉
行
と
同
様
、
二
人
制
に
よ
り
自
ら
の
内
部
で
租
互
に
補
完
す

る
こ
と
の
で
き
る
定
番
は
、
　
人
制
の
た
め
任
地
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
城
代
に
と
っ
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
も
、
大
坂
城
の
守
衛
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
支
配
と
関
わ
り
が
深
い
訴
状
箱
の
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
も
、
定
番
が
単
独
で
代
行
し
た
点
は

特
徴
的
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
範
囲
で
は
、
幕
府
…
機
構
に
お
け
る
京
都
と
大
坂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
大
坂
で
は
、
城
代
と
定
番
の
両
者
が
任
期
の
定
め
な
く
城
内
に
居
住
す
る
大
名
役
で
あ
る
と
と
も
に
、
定
番
が
同
城
を
守
衛
す
る
役
人
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を
「
支
配
偏
し
た
の
に
対
し
て
、
京
都
で
は
、
所
司
代
が
任
期
の
定
め
な
き
唯
一
の
大
痛
切
で
あ
り
、
二
条
城
外
に
居
住
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
岡
城
を
守
衛
す
る
役
人
を
「
支
配
」
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
上
方
の
番
城
で
も
、
大
坂
城
に
在
番
す
る
大
番
頭
が
岡
地
の
合
議
体
へ
参

加
す
る
の
に
対
し
、
二
条
城
に
在
番
す
る
大
番
頭
は
京
都
の
合
議
体
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
、
①
近
世
中
後
期
の
上
方

に
お
け
る
幕
府
の
軍
事
機
構
が
大
坂
城
を
拠
点
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
、
②
他
方
、
京
都
の
長
官
で
あ
る
所
司
代
は
、
二
条
城
の
守
衛
を
基
本
的

な
任
務
と
す
る
「
城
代
し
で
な
く
、
軍
事
的
な
性
格
を
強
く
帯
び
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
両
津
の
違
い
を
背
景
に
、
大
坂
城
代
が
不
在
と
な
る
場
面
で
は
、
町
奉
行
の
み
な
ら
ず
、
定
番
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
「
御
黒
印
下
知
状
之
一
側
。

②
前
掲
「
公
用
方
聞
合
書
」
。
な
お
、

　
与
力
や
同
心
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い

大
坂
城
代
は
岡
定
番
や
所
望
代
と
異
な
り
、

（
叢
掲
「
吏
徴
」
）
。

門
付
翫
嗣
史
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
、
大
河
内
元
冬
氏
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
、

京
都
大
学
法
学
部
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
国
文
学
研
究
資
料
館
（
旧
史
料

館
）
、
国
立
公
文
轡
館
、
埼
玉
撚
立
文
書
館
、
神
宮
文
庫
、
豊
橋
市
美
術
博
物
館

の
み
な
さ
ま
に
は
、
ま
こ
と
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
、
二
〇
〇
四
年
…
…
月
の
京
都
大
学
文
学
部
読
史

会
大
会
、
同
年
…
一
一
月
の
臼
本
史
研
究
会
近
批
史
部
会
に
お
け
る
報
欝
と
深
く
関

連
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）

128　（762）



saite　du　brassage　des　tribus，　que　cet£e　appartenance　es£　deveRue　le　signe　d’une

a£fiBation　politique　par　rapport　au　pouvoir　dynastique　et　selon　｝a　position　que　cha－

cune　occupait　dans　1’ordre　tribal　de　chaque　r6gion．

The　Machi　Bugyo　of　Kyoto　and　Osaka　and　the　Organization　of　the

　　　Shogunate　Government　in　the　Kamigata　Regien　during　the

　　　　　　　　　　　　Later　Part　of　the　Early　Modem　Period

by

OGびRAり［、akashi

　　This　study　c｝arifies　the　structure　of　the　Shogunate　government　in　the　Kami－

gata　region　during　the　inid－to－later　part　of　the　early－modern　period　by　focusing

　　chiefiy　on　the　ad；nmistration　of　Osaka　and　Kyoto　and　also　investigates　the

position　and　function　of　the　machi　bugyo，　local　adrninistrators，　in　Kyoto　and

Osaka，　which　were　both　posts　occupied　by　two　oKcia｝s．

　　The　Shoshidai，　the　chief　shog！mal　othcial　in　Kyoto，　had　three　major　responsiblli－

ges：　governing　the　locality，　overseeing　the　irnperial　court，　and　guarding　Nijo　Cas－

tle．　The　Osaka　Jodai，　the　chief　shogunal　othcial　in　Osal〈a，　had　the　dual　responsibili－

ties　of　goveirning　the　locality　and　gnarding　Osaka　Castle．　Both　£hese　oNcials　su－

pervised　and　directed　iesser　shogLinal　ofucials　and　oversaw　their　operations．

Furthermore，　in　Kyoto　the　Sheshidai　operated　in　tandem　with　the　Kyoto　Machi

Bugyo　and　the　Kinrizuki，　the　shogunal　othcial　chairged　with　overseeing　the　imperial

court，　fotmg　a　consultative　body．　ln　Osaka，　the　Osaka　Jodai　smiafly　worked　in

cooperation　with　the　Osaka　Machi　Bugyo　and　the　Osaka　Joban，　who　was　responsi－

ble　for　Osaka　Castle．

　　The　machi　bugyo　of　both　Kyoto　and　Osaka　were　posts　occupied　by　a　pair　of　oth－

cia｝s．　When　a　matter　was　to　be　lool〈ed　into，　they　wou｝d　invesggate　and　deliberate

on　it　jointly　and　they　were　also　charged　with　directing　the　shuhatsug’i，　the　shogun－

al　system　of　communication　and　transportatioR．　lt　was　only　through　this　1tind　of

support　provided　by　the　functioning　of　the　machi　bugyo　in　Kyo£o　and　Osaka　that

tlie　Shoshidai　and　Osaka　Jodai　were　able　te　carry　out　their　own　edicial　duties．

　　In　addition　to　acting　as　a　substitute　within　their　own　sphere　of　authority　when

the　other　of　the　two　machi　bugyo　in　Kyoto　or　Osaka　was　uRable　to　carry　ou£　his

daties　or　was　absent，　the　Kyoto　or　Osaka　Machi　Bugyo　might　also　act　in　place　of

the　lone　Shoshidai　or　Osaka　Jodai　or　in　tieu　of　the　bugyo　of　Fusim，　Nara　and

（79a）



Sakai，　when　the　occupants　of　those　of§ces　were　absent．　In　thls　ma皿er　the　stable

opera盤。封ofξhe　sho9縫na歪gover㎜end償he　K舗gata　region　was血sured．
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